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第１ はじめに 

足場からの墜落・転落災害の防止については、平成 21 年 3 月に労働安全衛生規則（以下「安

衛則」という。）の一部が改正されるとともに、安全衛生部長通達（平成 21 年 4 月 24 日付

け基安発第 0424003 号「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について」。な

お、同通達は、平成 24 年 2 月 9 日付け基安発 0209 第 2 号「足場からの墜落・転落災害防止

総合対策推進要綱の策定について」（以下「推進要綱」という。）に発展・充実させた。）によ

り、安衛則の確実な履行と併せて実施することが望ましい「より安全な措置」が示され、そ

の普及が図られているところであるが、推進要綱においては、「足場からの墜落災害について、

負傷災害を含め毎年データを蓄積・分析し、その結果を示すとともに、平成２１年３月に改

正した安衛則の施行後３年を目途に、改正省令等の措置の効果の把握を行い、必要があると

認められるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずる」こととされているところである。 
足場からの墜落・転落災害を減少させるためには、平成 21 年 3 月に改正した安衛則に基づ

く墜落防止措置、労働基準局長通達（平成 21 年 4 月 24 日付け基発第 0424001 号「「手すり

先行工法に関するガイドライン」について」）で示した「手すり先行工法」や安全衛生部長

通達で示した「より安全な措置」の普及状況に加え、これらの措置の労働災害防止効果を的

確に把握し、問題がある場合には対策の更なる推進を図る必要があるとの観点から、平成 22
年 8 月に学識経験者からなる「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」が設けら

れ、平成 21 年度から平成 23 年度に発生した足場からの「墜落・転落」による災害を対象と

して、安衛則や安全衛生部長通達に基づく足場からの墜落防止措置の効果について検証・評

価を行い、平成 23 年から平成 25 年にかけて３部の報告書として取りまとめたところである。 
一方、墜落・転落災害は、安衛則の改正が行われた平成 21 年度及び平成 22 年度は、リー

マン・ショックによる経済活動の低下等の影響もあり、急減したものの、その後は、わずか

ではあるが増加の傾向が続いている。 
このため、上記検討会に足場メーカー・リース業関係団体及び建設業・造船業関係団体の

代表者が加わり、今後の足場からの墜落・転落災害防止対策の推進に資するため、蓄積・分

析されたデータをもとに、安衛則や推進要綱に基づく足場からの墜落・転落防止措置の効果

について検証・評価を行うとともに、その結果を踏まえて、足場からの墜落・転落防止措置

の検討を行い、報告書をとりまとめた。 
 

第２ 足場からの墜落防止措置の実施状況及び労働災害発生状況について 

１ 足場からの墜落防止措置の実施状況 

厚生労働省においては、安衛則に基づく足場からの墜落防止措置の確実な履行や、安全衛

生部長通達で示した「手すり先行工法」をはじめとする「より安全な措置」の一層の普及に

資するため、その実施状況等について、平成 2１年度、平成 22 年度及び平成 23 年度に実態

調査を実施した。 
具体的には、各年度の３ヶ月から６ヶ月にわたる期間において、都道府県労働局・労働基

準監督署の担当官が立ち入った建設現場のうち、高さ 2 メートル以上の足場が設置されてい

た現場について、当該現場に設置されている「主たる足場」を対象に墜落防止措置の実施状

況等について調査を行った結果、以下のような状況を確認することができた。 
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（１）安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置の実施状況について 

  ・ 安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく墜落防止措置が実施されていた現場の割合は、

平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、91.7％、75.0％、76.6％と推移した（図１及び

表１参照）。 
安衛則改正直後の平成 21 年度の実施率は高いものの、その後低下していることから、

安衛則に基づく措置の徹底が必要と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表１－安衛則第 563 条第１項第３号に基づく措置の状況の推移 

  平成 21 年度分 平成 22 年度分 平成 23 年度分 

措置なしの現場数 406 1,608 856 

措置なしの割合 8.3% 25.0% 23.4% 

措置ありの現場数 4,486 4,825 2,801 

措置ありの割合 91.7% 75.0% 76.6% 

調査対象現場数※ 4,892 6,433 3,657 

※平成 21 年度から平成 23 年度までに都道府県労働局・労働基準監督署の担当官が立ち入った

建設現場のうち、高さ２メートル以上の本足場が設置されていた現場。 

（２）手すり先行工法の実施状況について 

・ 安全衛生部長通達で示された「手すり先行工法」が実施されていた現場の割合は、平

成 21 年度から平成 23 年度にかけて、31.1％、31.1％、33.7％と推移した（図２及び表

２参照）。また、「手すり先行工法」が採用可能な足場であるわく組足場が設置された現

場において、「手すり先行工法」が実施されていた現場の割合は、平成 21 年度から平成

23 年度にかけて、40.6%、42.6％、44.2％と推移した（図３及び表３参照）。 
・ 次に発注者別でみると、国の工事における実施率の推移は、66.3％、57.9％、63.9％、

民間工事における実施率の推移は、16.6％、16.7％、23.2％であった（図２及び表２参

照）。また、「手すり先行工法」が採用可能な足場であるわく組足場が設置された現場に

おいて、「手すり先行工法」が実施されていた現場の割合は、国の工事における実施率の

推移は、85.8%、78.7％、79.8％、民間工事における実施率の推移は、20.3%、21.7％、
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28.4％であった（図３及び表３参照）。 
・ 民間工事における「手すり先行工法」の実施率は、増加が見られるものの、共通標準

仕様書で実施が求められている国の工事に比べて低調であり、引き続き、その普及に努

める必要があると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２－発注者別手すり先行工法の採用率の推移（本足場全体） 

  平成 21 年度分 平成 22 年度分 平成 23 年度分 

全体 

調査対象現場数※ 4,892 6,433 3,657 

採用現場数 1,521 2,001 1,232 

採用率 31.1% 31.1% 33.7% 

うち 

国 

現場数 401 418 183 

採用現場数 266 242 117 

採用率 66.3% 57.9% 63.9% 

うち 

民間 

現場数 2,741 3,857 2,436 

採用現場数 455 644 565 

採用率 16.6% 16.7% 23.2% 

※平成 21 年度から平成 23 年度までに都道府県労働局・労働基準監督署の担当官が立ち入った

建設現場のうち、高さ２メートル以上の本足場が設置されていた現場。 
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表３－発注者別手すり先行工法の採用率の推移（わく組足場） 

  平成 21 年度分 平成 22 年度分 平成 23 年度分 

全体 

調査対象現場数※ 3,289 3,853 2,207 

採用現場数 1,335 1,641 975 

採用率 40.6% 42.6% 44.2% 

うち 

国 

現場数 296 418 129 

採用現場数 254 294 103 

採用率 85.8% 78.7% 79.8% 

うち 

民間 

現場数 1,672 2,001 1,327 

採用現場数 339 434 377 

採用率 20.3% 21.7% 28.4% 

※平成 21 年度から平成 23 年度までに都道府県労働局・労働基準監督署の担当官が立ち入った

建設現場のうち、高さ２メートル以上のわく組足場が設置されていた現場。 

 
（３）足場の点検の実施状況について 

・ 安衛則に基づく「組立・変更後の点検」が実施されていた現場の割合は、平成 21 年度

から平成 23 年度にかけて、85.8％、74.4％、79.6％と推移した。安衛則改正直後の平成

21 年度の実施率は高いものの、その後低下していることから、安衛則に基づく点検の実施

の徹底が必要であると考えられる（図４及び表４参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表４－足場の組立・変更後の点検の実施率の推移 

  
  平成 21 年度分 平成 22 年度分 平成 23 年度分 

点検実施現場数 4,338 4,786 2,911 

点検実施率 85.8% 74.4% 79.6% 

調査対象現場数※ 5,056 6,433 3,657 

※平成 21 年度から平成 23 年度までに都道府県労働局・労働基準監督署の担当官が立ち入っ

た建設現場のうち、高さ２メートル以上の本足場が設置されていた現場。ただし、平成 21 年度分

には、一側足場が設置されていた 164 現場を含む。 
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２ 足場からの墜落・転落による労働災害の発生状況 

（１）労働災害発生件数の推移 

・ 足場を主に使用している建設業における労働災害の発生件数は、死傷災害については

長期的には減少傾向であったものが平成 23 年から３年連続の増加となっており、「墜

落・転落」による災害についても同様の傾向となっている（表５参照）。 
・ 「足場からの墜落・転落」による災害が「墜落・転落」災害に占める割合は、平成 23
年以降、死傷災害で約 15%、死亡災害で 16 %前後となっている（表５参照）。 

 
表５ － 労働災害発生状況の推移                 （単位：人） 
年 平成14年 平成 16年 平成 18年 平成 20年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25 年 

建設業 

全体 

26,295 22,809 22,386 19,280 16,143 16,983 17,073 17,189 
(607) (594) (508) (430) (365) (342) (367) (342) 

うち、① 

墜落・転落 

8,745 8,312 7,819 6,629 5,408 5,802 5,892 5,983 
(256) (260) (190) (172) (159) (154) (157) (160) 

うち、② 

足場から 

1,595 1,521 1,398 1,133 713 847 853 958 
(47) (47) (26) (31) (45) (25) (24) (31) 

②／① 

割合（％) 

18.2% 18.3% 17.9% 17.1% 13.2% 14.6% 14.5% 16.0% 
(18.4%) (18.1%) (13.7%) (18.0%) (28.3%) (16.2%) (15.3%) (19.4%) 

※（  ）内の数値は死亡で内数 

 
 

（２）平成 21 年度から平成 23 年度における災害発生状況について 
厚生労働省においては、安衛則や安全衛生部長通達及び推進要綱に基づく墜落防止措置

の効果を的確に把握するため、平成 21 年度から平成 23 年度に発生した足場からの「墜落・

転落」による休業 4 日以上の労働災害について、安衛法第 100 条及び安衛則第 97 条に基

づき、労働基準監督署長あて「労働者死傷病報告」が提出されたものを対象として、当該

報告の記載をもとに集計・分析を行った結果、以下のような状況を確認することができた。 
 
  ア 発生業種について 

・ 平成 21 年度から平成 23 年度における足場からの墜落・転落災害の発生件数を見る

と、死傷災害中、「建設業」が占める割合は、85.5%、90.1%、89.9％であり、死亡災

害についても、93.1％、89.7％、93.3％を占めており、ほぼ同様の傾向であった（表

６及び表７参照）。 
・ 「建設業」の中で「鉄骨鉄筋コンクリート造建築工事業」（下表の「ビル建築」）が

占める割合は、26.3％、24.1％、26.7％、「木造家屋建築工事業」（下表の「木造建築」）

が占める割合は、27.8％、28.9％、26.7％、この 2 業種で「建設業」全体の 54.1％、

53.0％、53.4％を占めており、やはりほぼ同様の傾向であった（表６参照）。 
 
 

 
 
 
 



6 

表６ － 業種別発生状況（死傷災害） 

          
(単位：人） 

業種分類 
災害発生状況 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

建設業 土木工事業 46   85.5% 43   90.1% 55   89.9% 

  建築工事 ビル建築 186 26.3%   156 24.1%   209 26.7%   

    木造建築 197 27.8%   187 28.9%   209 26.7%   

    建築設備 20     20     33     

    その他の建築 206     175     214     

  その他の建設業 53     66     63     

      708 100%   647 100%   783 100%   

造船業     20     14     12     

その他の業種   100     57     76     

合計     828   100% 718   100% 871   100% 

 
表７ － 業種別発生状況（死亡災害） 

    
 

  
 

 
 (単位：人） 

業種分類 
災害発生状況 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

建設業 土木工事業 4  93.1% 7  89.7% 3  93.3% 

  建築工事 ビル建築 7 25.9%   8 23.5%   10 35.7%   

    木造建築 2  7.4%   2  5.9%   5 17.9%   

    建築設備 0    1    0    

    その他の建築 11    14    5    

  その他の建設業 3    3     5    

  27 100%  34 100%  28 100%  

造船業     1    0    1    

その他の業種   1    4    1    

合計     29  100% 39  100% 30  100% 

 
イ 墜落箇所の高さについて 
・ 墜落箇所の高さについて見ると、安衛則上、墜落防止措置が義務付けられている「2

ｍ以上」の箇所からの墜落が平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、59.2％、62.5％、

60.7％を占めており、ほぼ同様の傾向であった。また、死亡災害のほとんどは「2ｍ以

上」の箇所からの墜落により発生していることも、同様の傾向であった（表８参照）。 
・ 「2ｍ未満」については 40.8％、37.5％、39.3％を占めており、このうち、死亡災害

が 1 件又は２件となっていることも、同様の傾向であった（表８参照）。 
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表８ － 墜落箇所の高さ別発生状況 

        
(単位：人） 

墜落箇所の高さ 
死傷災害（死亡災害）           

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

２ｍ以上等 490 (28) 59.2% 449 (37) 62.5% 529 (29) 60.7% 

２ｍ未満 338 ( 1)   269 ( 2)   342 ( 1)   

合計 828 (29) 100% 718 (39) 100% 871 (30) 100% 

※「2ｍ以上等」には、労働者死傷病報告からは墜落の高 
さが不明であるものを含む。 

 

   

ウ 墜落時の作業の状況について 

墜落防止措置が義務付けられている作業箇所の高さが「2ｍ以上等」からの墜落・転落

災害について、墜落時に被災者が行っていた作業内容について見ると、平成 21 年度から

平成 23 年度にかけて、組立・解体時の割合が 24.4％、31.0％、30.2％、通常作業時が

49.1%、47.2％、46.8％、移動・昇降時が 25.7％、21.8％、22.9％であった（表９参照）。

平成 21 年度の組立・解体時の割合が少し低いが、１の（２）の手すり先行工法の実施状

況から見ると、手すり先行工法の実施状況との関係は明らかでないと考えられる。 
 

表９ － 作業の種類別発生状況 

      
(単位：人） 

作業の種類 
死傷災害 

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

組立・解体時 
 

120 24.4% 139 31.0% 160 30.2% 

  うち最上層からの墜落 90   100   118   

  うち最上層以外からの墜落 30   39   42   

通常作業時 241 49.1% 212 47.2% 248 46.8% 

移動・昇降時 126 25.7% 98 21.8% 121 22.9% 

その他、不明 3           

合計 490 100% 449 100% 529 100% 

※ 「組立・解体時」の中の「最上層以外」には、墜落時に目撃者等がおらず、墜 

落箇所が不明なものも含む。 
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第３ 足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査について 
検討会の提案を踏まえ、厚生労働省は、独立行政法人労働安全衛生総合研究所の協力を得

て、足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査を実施した。 

具体的には、平成 26年 1月から２月までに、安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者で現在

も就労している方（1,060 人）を対象に調査票を郵送し、返信させる方法で調査を行った結

果、以下のような意見を取りまとめることができた（有効回答者数 556人、有効回答率52.5％）。 

 

１ 通常作業時における足場からの墜落防止措置 

（１）わく組足場の上さんの設置 
・ わく組足場を作業床として使う場合の上さんの設置については、「必要」が 35.5％、

「必ずしも必要ではないが、望ましい」39.3％、「不要」22.1％であった。また、「必要」

の理由としては、「人の墜落防止に有効」が最も多く、「必ずしも必要ではないが、望ま

しい」の理由としては、「作業の障害になる」が最も多く、「不要」の理由としては、「メ

ッシュシートで十分」が最も多かった（表 10 参照）。 

 

表 10 － わく組足場を作業床として使う場合の上さんの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）建地と作業床のすき間 

・ わく組足場を作業床として使う場合の建地と作業床のすき間を狭くする措置について

は、「必要」が 79.7％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」が 15.5％、「不要」が 1.8％

であった。また、「必要」及び「必ずしも必要ではないが、望ましい」の理由としては、

「人の墜落防止に有効」が最も多かった（表 11参照）。 

 

①必要
②必ずしも必

要ではない

が、望ましい
③不要 無回答 総計

119 135 85 10 349
(34.1%) (38.7%) (24.4%) (2.9%) (100.0%)

21 20 2 2 45
(46.7%) (44.4%) (4.4%) (4.4%) (100.0%)

140 155 87 12 394
(35.5%) (39.3%) (22.1%) (3.0%) (100.0%)

　　　　（理由欄の要旨）
140 100%
57 41% 100%

①人の墜落防止に有効 25 18% 44%
②安全帯取付設備として適当である 10 7% 18%
③すき間を小さくする 5 4% 9%
その他 17 12% 30%

155 100%
70 45% 100%

①作業の障害になる 13 8% 19%
②メッシュシートで十分である 10 6% 14%
③安全帯取付設備として適当である 7 5% 10%
その他 40 26% 57%

87 100%
63 72% 100%

①メッシュシートで十分である 31 36% 49%
②交さ筋かいで十分 5 6% 8%
②筋かいの上部から墜落する可能性は低い 5 6% 8%
その他 22 25% 35%

主に使用して

いる足場の種

類

わく組足場

わく組足場

以外

総計

①必要

　理由欄回答数

　理由欄回答数

②必ずしも必要ではないが、望ましい

③不要
　理由欄回答数
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表 11 － わく組足場を作業床として使う場合の建地と作業床のすき間を狭く

する措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）わく組足場の下さんの下のすき間 

・ わく組足場を作業床として使う場合の幅木等により下さんの下のすき間を狭くする措

置については、「必要」が 51.8％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」が 33.8％、「不

要」が 11.9％であった。また、「必要」及び「必ずしも必要ではないが、望ましい」の

理由としては、「物の落下防止に有効」が最も多く、「不要」の理由としては、「メッシュ

シートで十分」が最も多かった（表 12参照）。 

 

表12 － わく組足場を作業床として使う場合の幅木等により下さんの下のす

き間を狭くする措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①必要
②必ずしも必

要ではない

が、望ましい
③不要 無回答 総計

181 115 45 8 349
(51.9%) (33.0%) (12.9%) (2.3%) (100.0%)

23 18 2 2 45
(51.1%) (40.0%) (4.4%) (4.4%) (100.0%)

204 133 47 10 394
(51.8%) (33.8%) (11.9%) (2.5%) (100.0%)

主に使用して

いる足場の種

類

わく組足場

わく組足場

以外

総計

①必要
②必ずしも必

要ではない

が、望ましい
③不要 無回答 総計

287 46 7 9 349
(82.2%) (13.2%) (2.0%) (2.6%) (100.0%)

27 15 0 3 45
(60.0%) (33.3%) (0.0%) (6.7%) (100.0%)

314 61 7 12 394
(79.7%) (15.5%) (1.8%) (3.0%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
314 100%
166 53% 100%

①人の墜落防止に有効 85 27% 51%
②人の墜落、物の落下防止に有効 16 5% 10%
③安全な作業ができる 10 3% 6%
その他 55 18% 33%

61 100%
28 46% 100%

①人の墜落防止に有効 5 8% 18%
②作業によってすき間があった方が良い場合もある 3 5% 11%
③人が墜落しない幅なら不要 2 3% 7%
その他 18 30% 64%

7 100%
4 57% 100%

①現行で問題は生じていない 1 14% 25%
①作業に支障が出ている 1 14% 25%
その他 2 29% 50%

主に使用して

いる足場の種

類

わく組足場

わく組足場

以外

総計

②必ずしも必要ではないが、望ましい

③不要
　理由欄回答数

　理由欄回答数

①必要
　理由欄回答数
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（４）くさび緊結式足場の中さんの下のすき間 
・ くさび緊結式足場を作業床として使う場合の幅木等により中さんの下のすき間を狭く

する措置については、「必要」が 53.3％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」が 29.4％、 

「不要」が 11.4％であった。また、「必要」及び「必ずしも必要ではないが、望ましい」

の理由としては、「物の落下防止に有効」が最も多く、「不要」の理由としては、「中さん

で十分」が最も多かった（表 13 参照）。 

 

表13 － くさび緊結式足場を作業床として使う場合の幅木等により中さんの

下のすき間を狭くする措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由欄の要旨）
204 100%
109 53% 100%

①物の落下防止に有効 74 36% 68%
②人の墜落、物の落下防止に有効 13 6% 12%
③人の墜落防止に有効 13 6% 12%
その他 9 4% 8%

133 100%
58 44% 100%

①物の落下防止に有効 27 20% 47%
②作業の障害になる 6 5% 10%
③安心感がある 4 3% 7%
その他 21 16% 36%

47 100%
35 74% 100%

①メッシュシートで十分 13 28% 37%
②現行の墜落防止措置で十分 9 19% 26%
③作業の障害になる 9 19% 26%
その他 4 9% 11%

①必要

②必ずしも必要ではないが、望ましい

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
③不要

①必要
②必ずしも必

要ではない

が、望ましい
③不要 無回答 総計

59 43 16 4 122
(48.4%) (35.2%) (13.1%) (3.3%) (100.0%)

151 73 29 19 272
(55.5%) (26.8%) (10.7%) (7.0%) (100.0%)

210 116 45 23 394
(53.3%) (29.4%) (11.4%) (5.8%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
①必要 210 100%

88 42% 100%
①物の落下防止に有効 56 27% 64%
②人の墜落防止に有効 13 6% 15%
③人の墜落、物の落下防止に有効 10 5% 11%
その他 9 4% 10%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 116 100%
37 32% 100%

①物の落下防止に有効 15 13% 41%
②メッシュシートで十分 4 3% 11%
③作業の障害になる 4 3% 11%
その他 14 12% 38%

③不要 45 100%
27 60% 100%

①中さんで十分 8 18% 30%
②作業の障害になる 7 16% 26%
③メッシュシートで十分 6 13% 22%
その他 6 13% 22%

くさび緊結式足

場を主に使用

くさび緊結式足

場以外を使用

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

総計
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（５）一時的に手すりや交さ筋かいを取り外した場合の墜落防止措置 
・ 足場で、一時的に手すりや交さ筋かいを取り外した場合の躯体側の墜落防止措置を複

数回答で尋ねた結果、「安全帯の使用」が 91.9％、「作業後の手すり等の復旧」が 50.0％、

「手すり等復旧後の点検」が 35.5％であった（表 14 参照）。 

 

表１４ － 一時的に手すりや交さ筋かいを取り外した場合の躯体側の墜落防止

措置（複数回答） 

 

 

 

 

 

２ 足場の組立て作業時の墜落防止措置 

（１）足場の外側に一層下から先行して手すりを設置する措置 
・ わく組足場等の最上層で組立て作業を行う場合で、足場の外側に一層下から先行して

手すりを設置し、安全帯をかける措置については、「適当」が 55.1％、「適当であるが、

問題もある」が、32.9％、「不適当」が 6.2％であった。また、「適当」の理由としては、

「より安全な作業手順である」が最も多く、「適当であるが、問題もある」の理由とし

ては、「安全帯の掛け替えを何度も行わなければならない」が最も多かった（表 15参照）。 

 

表 15 － 足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、安全帯をかける措

置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①安全帯の使
用

②張出し足場
の設置

③安全ネット
の設置

④作業後の手
すり等の復旧

⑤手すり等復
旧後の点検

⑥その他 無回答 総計

362 95 108 197 139 9 6 394
(91.9%) (24.1%) (27.4%) (50.0%) (35.3%) (2.3%) (1.5%) (100.0%)

①適当
②適当である

が、問題もあ

る

③不適当 無回答 総計

105 64 12 6 187
(56.1%) (34.2%) (6.4%) (3.2%) (100.0%)

19 10 2 7 38
(50.0%) (26.3%) (5.3%) (18.4%) (100.0%)

124 74 14 13 225
(55.1%) (32.9%) (6.2%) (5.8%) (100.0%)

※１　手すり先行工法のいずれか１つ以上の方式で、足場の組立て作業の経験が
　　　「①よくある」又は「②時々ある」と回答した者
※２　手すり先行工法のすべて方式で、足場の組立て作業の経験が、「③ほとんどない」、
　　　「④ない」又は「無回答」と回答した者
（理由欄の要旨）
①適当 124 100%

23 19% 100%
①より安全な作業手順である 5 4% 22%
②人の墜落防止に有効 4 3% 17%
③安心感がある 2 2% 9%
その他 12 10% 52%

②適当であるが、問題もある 74 100%
41 55% 100%

①安全帯の掛け替えを何度も行わなければならない 12 16% 29%
②行動範囲が限られる 6 8% 15%
③手すりの強度（安全帯を掛けた場合を含む）に不安がある 4 5% 10%
その他 19 26% 46%

③不適当 14 100%
9 64% 100%

①行動範囲が限られる 2 14% 22%
①墜落することもある 2 14% 22%
③親綱の方が良い 1 7% 11%
その他 4 29% 44%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

手すり先行工

法による足場

の組立て経験

あり　※１

なし　※２

総計
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（２）一層下から先行して親綱を設置する措置 
・ わく組足場等の最上層で組立て作業を行う場合で、一層下から先行して親綱を設置し、

安全帯をかける措置については、「適当」が 38.7％、「適当であるが、問題もある」が

37.8％、「不適当」が 14.2％であった。また、「適当」の理由としては、「親綱による墜

落防止対策で十分である」及び「移動しやすい」が最も多く、「適当であるが、問題も

ある」及び「不適当」の理由としては、「親綱の強度などについて不安がある」が最も

多かった（表 16 参照）。 

 

表 16 － 一層下から先行して親綱を設置し、安全帯をかける措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）足場の組立て、解体又は変更の作業従事者に対する特別教育 
・ 足場の組立て、解体又は変更の作業従事者に対する特別教育の実施については、「必

要」が 40.4％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」が 38.7％、「不要」が 15.1％で

あった。「必要」及び「必ずしも必要ではないが、望ましい」の理由としては、「関係者

には最低限の知識が必要」が最も多く、「不要」の理由としては、「作業主任者が現場で

指揮すればよい」が最も多い（表 17 参照）。 

 

 

 

 

 

 

①適当
②適当である

が、問題もあ

る

③不適当 無回答 総計

69 73 31 14 187
(36.9%) (39.0%) (16.6%) (7.5%) (100.0%)

18 12 1 7 38
(47.4%) (31.6%) (2.6%) (18.4%) (100.0%)

87 85 32 21 225
(38.7%) (37.8%) (14.2%) (9.3%) (100.0%)

※１　手すり先行工法のいずれか１つ以上の方式で、足場の組立て作業の経験が
　　　「①よくある」又は「②時々ある」と回答した者
※２　手すり先行工法のすべて方式で、足場の組立て作業の経験が、「③ほとんどない」、
　　　「④ない」又は「無回答」と回答した者

（理由欄の要旨）
①適当 87 100%

17 20% 100%
①親綱による墜落防止対策で十分である 3 3% 18%
①移動しやすい 3 3% 18%
③先行手すりを設置しても親綱が必要である 1 1% 6%
その他 10 11% 59%

②適当であるが、問題もある 85 100%
37 44% 100%

①親綱の強度などについて不安がある 6 7% 16%
②親綱に比べ手すり先行の方が安全である 3 4% 8%
②親綱は複数人が同時に使用できず問題がある 3 4% 8%
その他 25 29% 68%

③不適当 32 100%
15 47% 100%

①親綱の強度などについて不安がある 4 13% 27%
②作業に支障がでる 3 9% 20%
③親綱は複数人が同時に使用できず問題がある 2 6% 13%
その他 6 19% 40%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

なし　※２

総計

手すり先行工

法による足場

の組立て経験

あり　※１
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表 17 － 足場の組立て、解体又は変更の作業の従事者に対する特別教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）足場の組立て・変更を依頼した元方事業者等の注文者による点検 
・ 足場の組立て等を依頼した元方事業者等の注文者による点検については、「必要」が

48.9％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」が 37.3％、「不要」が 8.0％であった。

「必要」の理由としては、「計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある」が最

も多く、「必ずしも必要ではないが、望ましい」の理由としては、「複数の目で確認した

方が良い」が最も多い（表 18参照）。 

 

表 18 － 足場の組立て・変更を依頼した元方事業者等の注文者による点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①必要
②必ずしも必

要ではない

が、望ましい
③不要 無回答 総計

110 84 18 13 225
(48.9%) (37.3%) (8.0%) (5.8%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
①必要 110 100%

53 48% 100%
①計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある 18 16% 34%
②現場の統括をしている元請が確認すべきものである 7 6% 13%
③複数の目で確認した方が良い 5 5% 9%
その他 23 21% 43%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 84 100%
30 36% 100%

①複数の目で確認した方が良い 6 7% 20%
②計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある 4 5% 13%
③現場の統括をしている元請が確認すべきものである 2 2% 7%
その他 18 21% 60%

③不要 18 100%
8 44% 100%

①足場を使用する者が確認すればよい 1 6% 13%
①元方事業者は点検方法等知らない 1 6% 13%

1 6% 13%

その他 5 28% 63%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

①現場を仕切る作業主任者が責任をもって確認するべき
である

①必要
②必ずしも必

要ではない

が、望ましい
③不要 無回答 総計

91 87 34 13 225
(40.4%) (38.7%) (15.1%) (5.8%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
①必要 91 100%

44 48% 100%
①関係者には最低限の知識が必要 27 30% 61%
②安全意識を向上させるため 6 7% 14%
③人の墜落防止対策に有効 2 2% 5%
その他 9 10% 20%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 87 100%
27 31% 100%

①関係者には最低限の知識が必要 10 11% 37%
②作業主任者が現場で指揮すればよい 4 5% 15%
③受講のための時間を確保することが大変である 3 3% 11%
その他 10 11% 37%

③不要 34 100%
20 59% 100%

①作業主任者が現場で指揮すればよい 5 15% 25%
②足場の組立て等作業主任者技能講習を受講している 3 9% 15%
③対象者が多すぎて特別教育を受けることができない 1 3% 5%
その他 11 32% 55%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
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第４ 現行の墜落防止措置の労働災害防止効果についての検証・評価を踏まえた新た

な墜落防止措置の検討 

上記第２の２の（２）において、平成 21 年度から平成 23 年度に発生した足場からの墜落・

転落災害の発生状況について記載したが、これらの災害のうち、安衛則上、墜落防止措置の

実施が義務付けられている高さ２ｍ以上の箇所からの墜落・転落災害 1,468 件について、「墜

落箇所における墜落防止措置の状況」、「墜落時の作業状況」等について集計するとともに、

安衛則や安全衛生部長通達に基づく墜落防止措置の効果を分析した。 
具体的には、墜落箇所における安衛則や安全衛生部長通達に基づく墜落防止措置の実施状

況や、被災時に行っていた作業において、「足場から身を乗り出して作業を行う等の不安全行

動（※）」や、「作業床の緊結不備等構造上の問題」の有無を中心に分析するとともに、足場

の点検、足場の組立て等作業主任者の選任状況等についても併せて分析した。 
なお、分析に当たっては、安衛則の各条文の適用の観点から、「足場の組立て、解体又は変

更の作業時の対策」と、「通常作業時等における対策」に分けて分析した。 
 
※ 一般に「不安全行動」とは、本人や他人の安全を阻害するような行為を意図的に行うものをいうが、

「不安全行動」には、①労働者の判断のみに依存するもの、②作業設備や作業手順から誘発されるもの

がある。「不安全行動」を防止するためには、上記①、②を区別して対策を講ずることが必要であるが、

今回分析の対象とした労働者死傷病報告の記載からは、これらの区別が困難であったため、「通常の作

業では想定し難い行動」が認められた場合には「不安全行動」として集計した。 
 
１ 足場の組立て、解体又は変更の作業時の対策について 

（１）安全帯の使用等安衛則第 564 条第 1 項第 4 号に基づく措置について 

   ア 災害発生状況の分析 

・ 組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害 308 件のうち、安全帯の

使用等安衛則第 564 条第 1 項第 4 号に基づく措置を実施していなかったものや不十分

であったものが 287 件と 93.2%を占めていた（表 19 参照）。 
・ この内訳は、手すり等安全帯取付設備はあったものの安全帯を使用していなかった

ものが15.3％、安全帯取付設備、安全帯の使用ともになかったものが77.9％であった。 
・ 安全帯の使用等安衛則第 564 条第 1 項第 4 号に基づく措置を実施していたにも関わ

らず、被災したものが 308 件中 21 件（6.8％）あるが、うち 15 件に不安全行動又は

床材の緊結不備等が認められた（表 19 参照）。 
・ 手すり先行工法を採用していたにも関わらず被災したものが 308 件中 9 件（2.9%）

あるが、そのうち 6 件は、ガイドラインに基づく適切な手順に沿った作業を怠ってい

たものであった。 
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表 19 － 組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害発生状況 
（単位：人） 

 

足場から身を乗

出して作業を行

う等の不安全行

動があったもの 

床材の緊結不備

等構造上の問題

があったもの 

不安全行動、構造

上の問題等なし 合計 

安全帯の使用等安衛則第 564 条

第1項第4号に基づく措置を実施

していたもの 

４ 
(１.３％) 

１１ 
(３.６％) 

６ 
(１.９％) 

２１ 
（６．８％） 

手すり等は設置していたが安全

帯を使用しない等安衛則第 564
条第1項第4号に基づく措置が不

十分であったもの 

４ 
(１.３％) 

１６ 
(５.２％) 

２７ 

(８.８％) 
４７ 

（１５.３％） 

墜落防止措置を全く実施してい

なかったもの 
２３ 

(７.５％) 
５８ 

(１８.８％) 
１５９ 

(５１.６％) 
２４０ 

（７７.９％） 

合計 ３１ 
(１０.１％) 

８５ 
(２７.６％) 

１９２ 
(６２.３％) 

３０８ 
（１００％） 

※（  ）内の数値は、全体（308 件）に占める割合（％） 

※ 「不安全行動等」の分析に当たっては、労働者死傷病報告の記載より、以下のとおり整理した。 

・「不安全行動」＝足場から身を乗出して作業を行う等の不安全行動があったもの 

・「床材緊結不備等」＝作業床の緊結不備等構造上の問題があったもの 

・「不安全行動等」＝「不安全行動」＋「床材緊結不備等」 

 

イ 災害防止効果と今後の対策 
・ 安全帯の使用等安衛則第 564 条第 1 項第 4 号に基づく措置については、実施してい

たにも関わらず、被災した事案は、308 件中 21 件（約 6.8％）であり、このうち、不

安全行動等がなかったにも関わらず被災した事案は 6 件（1.9％）であったことから、

災害防止効果は高いと考えられる。 
・ このため、引き続き、安全帯の使用等安衛則第 564 条第 1 項第 4 号に基づく組立・

解体時における墜落防止措置の徹底を図ることが重要と考えられる。 
・ また、手すり先行工法については、調査対象が異なることなどから一概に比較する

ことはできないが、第２に示した「手すり先行工法の実施状況」にあるとおり、建設

現場の約 31～34％に普及している一方、手すり先行工法を実施した現場における墜

落・転落災害は、足場の組立・解体時における最上層からの墜落・転落災害の約 2.9%
（308 件中 9 件）であったことから、組立・解体作業時における最上層からの墜落・

転落災害防止に効果が高いものであると考えられる。 
・ このため、手すり先行工法を組立・解体時における最上層からの墜落防止措置とし

て、引き続きその普及を図ることが重要と考えられる。 
・ これらについては、組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害の９

割以上が、安全帯の使用等安衛則第 564 条第 1 項第 4 号に基づく措置を実施していな

かったものや不十分であったもの、具体的には、安全帯取付設備、安全帯の使用とも

になかったもの及び手すり等安全帯取付設備はあったものの安全帯を使用していなか

ったものであることから、これらの措置が徹底されるための新たな取組が必要と考え
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られる。 
・ このため、足場の組立・解体時の作業は、安全帯を安全に取り付けるための設備が

設けられた状態で作業を実施することが必要であると考えられる。また、「最上層から

の墜落防止措置として、足場の外側には、墜落そのものを防止する手すり先行工法に

よる二段手すりと幅木を設置し、足場の躯体側の墜落防止措置として、足場の外側の

手すりに安全帯を取り付けることとすべき」という意見もあるが、 

① 一般的に手すり先行工法による手すりが足場の外側のみに採用されることが多い

ことから、足場の外側には手すりによる墜落・転落防止効果が期待できるが、足場

の躯体側からの墜落防止のためには、安全帯を使用することが必要になること 

② 手すり先行工法が採用可能な足場の種類が、わく組足場及びくさび緊結式足場に

限られること 

③ これらの足場の種類に限っても、手すり先行工法を実施するために必要な部材が

不足していること 

から、手すり先行工法に取り組むことを原則とすることは困難であるため、手すりを

設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導す

ることが必要と考えられる。 
・ また、安全帯の使用については、事業者、作業主任者に実施が義務付けられている

安全帯の使用に関する措置の徹底に加えて、安全帯の使用が義務付けられている労働

者による使用の徹底、その意識付けのための教育を実施することが必要と考えられる。 
 

（２）足場の組立て等作業主任者の選任状況等について 

高さ 5 メートル以上の構造の足場等の組立・解体等の作業に当たっては、「足場の組立て

等作業主任者」（以下、第４において「作業主任者」という。）を選任し、作業主任者に①

材料の点検、②安全帯等の点検、③作業方法及び労働者の配置の決定、④作業の進行状況

の監視、⑤安全帯等の使用状況の監視を行わせることが事業者に義務付けられている。 

今回分析の対象とした労働者死傷病報告については、事業者が災害の概要等を様式に記

載し、労働基準監督署に報告するものであることから、作業主任者の選任状況等について

は確認することができなかったため、分析対象とした事案のうち、死亡に至った災害９８

件について、追加で調査を行った。 

ア 災害発生状況の分析 
・ 死亡災害 98 件のうち、組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害は

37 件あり、このうち、必要な資格を有する作業主任者を選任していなかったものが 6
件あった。 

・ また、作業主任者を選任していた 31 件についても、調査の結果、1 件を除く 30 件

について作業主任者の職務の一部又は全部を怠っていたことが疑われる事案であった。 
 

≪職務不徹底の具体例（複数カウント）≫ 
・ 安全帯の使用状況を監視していなかったもの（27 件） 
・ 作業の進行状況を監視していなかったもの（5 件） 
・ 安全帯の機能を点検し、不良品を取り除いていなかったもの（2 件） 
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イ 災害防止効果と今後の対策 
・ 組立・解体時における足場の最上層からの墜落・転落災害による死亡災害 37 件のう

ち 36 件は、必要な資格を有する作業主任者を選任していない、又はその作業主任者が

職務を適切に実施していたと認められないものであった。 
・ このため、安衛則第 565 条に基づく作業主任者の選任及び第 566 条に基づく作業主

任者の職務について、引き続き、安衛則に基づく措置の徹底を図ることが重要と考え

られ、そのうち、職務の徹底については、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を

受講させることで、職務に関する能力の向上を図ることが必要であると考えられる。 
 

２ 足場の通常作業時における対策について 

（１）推進要綱に基づく「床材と建地のすき間」について 

ア 災害発生状況等の分析 

・ 今回分析の対象とした通常作業時等における墜落・転落災害 896 件のうち、安衛則

第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していたにも関わらず、被災した事案 78
件のうち、推進要綱で示したとおり、「床材を複数枚設置する等により、床材は建地（脚

柱）とすき間をつくらないように設置」していれば防ぐことができた可能性が高いと

考えられるものが 3 件（3.8％）認められた。 
なお、現在、安衛則に基づく「床材と建地のすき間」に関する基準はないことから、

安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していなかった事案においても、床

材と建地のすき間が少なければ防ぐことができた事案があること考えられる。 
・ また、アンケート調査結果では、足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする

措置が「必要」とする割合は、79.7％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」とする

割合は、15.5％で合わせて 95.2％であった。 
 

イ 災害防止効果と今後の対策 
・ 「床材と建地のすき間」については、推進要綱に基づく「床材を複数枚設置する等

により、床材は建地（脚柱）とすき間をつくらないように設置」していれば防ぐこと

ができた可能性が高いと考えられる災害多くはないが、推進要綱で「より安全な措置」

等とされていること、アンケート調査結果で必要とする者の割合が８割程度、望まし

いとする者の割合が９割５分以上であること、我が国の建設工事現場で広く普及して

いる床材の組合せで、床材と建地のすき間を少なくすることは、比較的に容易である

こと等から、一定の基準を設けることが必要であると考えられる。 
 
（２）安衛則第 563 条第 1項第 3号に基づく墜落防止措置について 

ア 災害発生状況の分析 

・ 高さ 2ｍ以上の箇所からの墜落・転落災害 1,468 件から、組立・解体時における最

上層からの墜落 308 件を除き、さらに安衛則第 563 条第 1 項第 3 号の適用がない「一

側足場」からの墜落・転落災害 264 件を除いた 896 件について見ると、安衛則第 563
条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していなかったものや不十分であったものが、781
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件と 87.1％を占めていた。また、改正前の安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置

は実施していたものが 226 件と 25.2％を占めていた（表 20 参照）。 
・ 安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していたにもかかわらず、被災し

たものが 896 件中 78 件（8.7％）あるが、うち 69 件については労働者の不安全行動

や床材の緊結不備等によるものであった（表 20 参照）。 
・ 手すり先行工法については、組立・解体時における最上層からの墜落・転落災害を

防止することを主たる目的としている工法であるため、通常作業時の墜落防止と直接

関係はないものの、手すり先行工法を実施した足場における通常作業時等における墜

落・転落災害は 896 件中 10 件（1.1％）であり、その中には、先行手すり部材を取り

外して、安全帯を使用せずに作業をするなどの不安全行動によるものがあった。 
・ また、安全帯を使用せずに先行手すりわくの下から荷揚げ作業を行う等の不安全行

動や、手すり先行工法を採用していない妻側で中さんがなく、安衛則 563 条第 1 項第

3 号に基づく措置が不十分であった事案が見られた。 
 

表 20 － 通常作業時等における足場からの墜落・転落災害発生状況 

（単位：人） 

  

足場から身を乗

出して作業を行

う等の不安全行

動があったもの 

床材の緊結不備

等構造上の問題

があったもの 

不安全行動、構造

上の問題等なし 
合計 

安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づ

く措置に加え安全衛生部長通達に基

づき上さん等を設置していたもの 

９ 
(１.０％) 

４ 
(０.４％) 

１ 
(０.１％) 

１４ 
(１.６％) 

安衛則第563条第 1項第 3号に基

づく措置のみを実施していたも

の 

３８ 
(４.２％) 

１８ 
(２.０％) 

８ 
(０.９％) 

６４ 
(７.１％) 

措置不十分（改正前の安衛則第

563 条第 1項第 3号に基づく措置

は実施していたもの） 

７４ 
(８.３％) 

１７ 
(１.９％) 

１３５ 
(１５.１％) 

２２６ 
(２５.２％)  

措置なし（改正前の安衛則第 563

条第1項第3号に基づく措置も実

施していなかったもの） 

７９ 
(８.８％) 

８０ 
(８.９％) 

３９６ 
(４４.２％) 

５５５ 
(６１.９％)  

その他、不明 
１７ 

(１.９％) 
１０ 

(１.１％) 
１０ 

(１.１％) 
３７ 

(４.１％)  

合計 
２１７ 

(２４.２％) 
１２９ 

(１４.４％) 
５５０ 

(６１.４％) 
８９６ 

(１００％)  
※（  ）内の数値は、全体（896 件）に占める割合（％） 

 

イ 災害防止効果と今後の対策 
・ 安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置については、調査対象が異なることなど

から一概に比較することはできないが、上記第２に示した調査結果で、「措置なし」で

あった割合が、8.3％から 25.0％であったのに対し、分析した墜落災害（896 件）につ

いては、「不十分」及び「措置なし」の合計の割合が 87.1％を占めているなど、足場
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からの墜落・転落災害は措置が不十分な足場で集中的に発生していると言え、同条に

基づく措置の災害防止効果は高いと考えられる。 
・ このため、引き続き安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく通常作業時等における墜

落防止措置の徹底を図ることが重要と考えられる。 
・ しかしながら、安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していた事案 78

件のうち、69 件については、労働者の不安全行動や床材の緊結不備等が認められたこ

とから、安衛則に基づく墜落防止措置の徹底に加え、足場上での作業手順の徹底や、

足場の点検による墜落防止設備の不備の排除、不安全行動を生じさせないような安全

意識の高揚などを推進することが必要であると考えられる。 
・ また、手すり先行工法については、調査対象が異なることなどから一概に比較する

ことはできないが、上記第２に示したとおり、手すり先行工法を採用していた建設現

場が約３分の１（34％）であったのに対し、手すり先行工法を実施している現場にお

ける通常作業時等における墜落・転落災害は、今回の分析結果によると、1.7%であっ

た。手すり先行工法は、組立・解体時における最上層からの墜落・転落災害を防止す

ることを主たる目的としている工法であるため、通常作業時等における墜落・転落災

害とは直接関係はないものの、「手すり据置き方式」や「手すり先行専用方式」の場合、

結果として、安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置をも兼ねることとなるため、

組立・解体時における最上層からの墜落・転落のみならず、通常作業時等における墜

落・転落災害の防止にも効果が高いものであると考えられる。 
・ なお、安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置が不十分の中には、手すり等を臨

時に取り外して作業し、これを元の状態に戻さなかったものも含まれている可能性が

あるため、労働者への安全帯の使用、作業を行わない労働者の立ち入り禁止、作業終

了後の原状復帰を徹底することが必要であると考えられる。 
 

（３）推進要綱に基づく「より安全な措置」である幅木、上さんについて 

ア 災害発生状況等の分析 

 ・ 安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していたにもかかわらず被災した

78 件のうち、寸法等が比較的規格化され、一般に広く普及しているわく組足場及びく

さび緊結式足場について、災害発生状況をさらに詳細に分析した結果は、次のとおり

である（表 21 及び表 22 参照）。 
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表 21 － 安衛則 563 条第１項第３号が実施されたわく組足場からの墜落災害発生状況 

（平成 21 年度～平成 23 年度） 

          （単位：人） 

 
    平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 合計 

 
わく組足場からの墜落災害総数（参考） 97 97 111 305 

 
交さ筋かい及び下さん 2 2 10 14 

 
  交さ筋かいの上から（足をかけた） 1     1 

 
  交さ筋かいの上から（身を乗り出した）       0 

 
  外側で作業又は外側を昇降 1 1 5 7 

 
  その他の交さ筋かい面から(身を乗り出した）     1 1 

 
  妻側手すりから（足をかけた）     1 1 

 
  下さんの下から     2 ①② 2 

 
  床のすき間等   1   1 

 
  足場の倒壊による     1 1 

 
上さん、交さ筋かい及び下さん又は手すりわく 2 6 4 12 

 
  上さん又は手すりわくの上から（足をかけた） 1     1 

 
  上さん又は手すりわくの上から（身を乗り出した）     2 2 

 
  外側で作業又は外側を昇降   3   3 

 
  その他の交さ筋かい面から(身を乗り出した）       0 

 
  妻側手すりから（足をかけた）       0 

 
  手すりわくが外れた 1 2   3 

 
  下さんの下から     1 ③ 1 

 
  床のすき間等   1   1 

 
  足場の倒壊による     1 1 
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表 22 － 安衛則 563 条第 1 項第 3 号が実施されたくさび緊結式足場からの 

墜落災害発生状況（平成 21 年度～平成 23 年度） 

    （単位：人） 

 
    平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 合計 

 
くさび緊結式足場からの墜落災害総数（参考） 37 50 53 140 

 
手すり及び中さん 3 4 7 14 

 
  中さんの下から   1 ①   1 

 
  手すりの外側を昇降 1 2 3 6 

 
  手すりの外側で作業又は出ようとしたもの   1 1 2 

 
  階段の中さんの下から     1 1 

 
  手すりが脱落した 1     1 

 
  不明 1 ②   2 ③④ 3 

       

 
① 

 足場上で作業中、床材の段差につまづき、高さ約 40ｃｍの中さんの下から墜落した

もの。足場には２段手すりが設けられていたが、建地の幅が約 60ｃｍであるにも関わ

らず、幅 40ｃｍの床材を１枚設置しており、作業時には床材が墜落箇所と反対側に寄

せられていた。 

【分析に当たっての考え方】 

 労働者死傷病報告から不安全行動等は認められなかったが、足場の建地の幅に

適した作業床を採用せず、かつ、墜落箇所と反対側に寄せていたことから中さんと作

業床の間に大きなすき間が空いていたもの。 

なし 

 
① 

 手すり据置きのわく組足場の６段目（高さ約９メートル）から５段目上部に取り付けた滑車

を使って荷揚げを屈んだ姿勢で行っていたところ、６段目の手すりわくと床の隙間から墜落

したもの。安全帯は使用していなかった。 

【分析に当たっての考え方】 

 手すりわくと床のすき間を利用して荷揚げを行うにもかかわらず安全帯を使用していなか

ったという不安全行動がみられた。 

不安全

行動 

 
② 

 わく組足場の通路を移動中、立ちくらみを起こし、足場の躯体側から墜落したもの。足場

の躯体側には、交さ筋かい及び下さんが設置されていたが、下さんの下から墜落した。 

【分析に当たっての考え方】 

 立ちくらみにより、倒れたことにより、下さんの下のすき間から墜落したもの。 

なし 

 
③ 

 わく組足場上での作業中に墜落したもの。墜落箇所には交さ筋かい及び下さんが設置さ

れていたが、建物の出入口ドアの開閉のため、400mm 幅の作業床の一部を取り外し、

280mm のものを取り付けたため、120mm 幅が開口部となり、そこから墜落したもの。 

【分析に当たっての考え方】 

 特に不安全行動等は認められないが、足場上の開口部ができていたため、足を踏み外

したもの。 

なし 
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② 

 足場上を小走りで移動していたところ、コーナー部の躯体の内側を埋めるために設

置してあった足場板の段差につまずいて墜落したもの（墜落箇所は本人の記憶がなく

不明）。足場には手すり、中さんが設置されていた。 

【分析に当たっての考え方】 

 足場板の段差に躓いたものであるが、その前提として、足場上を小走りで移動する

という不安全行動が見られた。 

不安全

行動 

 
③ 

 土蔵解体工事中にくさび緊結式足場上で土蔵の桁を大きな木槌で打ち撤去しようと

したところ、バランスを崩して墜落したもの。墜落箇所には手すり、中さんが設けられ

ていた。 

【分析に当たっての考え方】 

 安全帯を使用せずに、足場上でバランスを崩しやすい作業を行うという不安全行動

が見られた。 

不安全

行動 

 
④ 

 くさび緊結式足場上で家屋の外壁を洗浄中、墜落したもの。墜落箇所には手すり及

び中さんが設置されていた。 

【分析に当たっての考え方】 

 死傷病報告書からは不安全行動等は確認できなかった。 

なし 

 
・ これによると、幅木を設けることによって防ぐごとができた災害、つまり、下さん

又は中さんの下からの墜落災害は、わく組足場からの墜落災害 305 件中 3 件、くさび

緊結式足場からの墜落災害 140 件中で 4 件（墜落箇所が不明なもの 3 件を含む）であ

り、合わせて、445 件中 7 件（1.6％）である（表 21 及び表 22 参照）。 
・ 同様に、わく組足場に上さんを設けることによって防ぐことができた災害、つまり、

交さ筋かいの交点の左右のすき間から墜落したものと考えられる交さ筋かい面からの

墜落災害は、わく組足場からの墜落災害 305 件中 1 件あった。この 1 件については、

身を乗り出すという不安全行動が行われたものであった。なお、交さ筋かい、上さん

又は手すりわくの上から、足をかけたり、身を乗り出して墜落した災害も 4 件あった。 
・ また、上記第３に記載しているアンケート調査結果では、わく組足場の場合の下さ

んの下に、又はくさび緊結式足場の場合の中さんの下に、幅木をつける措置が「必要」

とする者の割合は 50％強、「必ずしも必要ではないが、望ましい」とする者の割合は

約 30％で、合わせて８割５分、わく組足場の交さ筋かいに上さんをつけること措置が

「必要」とする者の割合は 36％、「必ずしも必要ではないが、望ましい」とする者の

割合は約 39％で、合わせて７割５分であった。ただし、上さんについては、「不要」

とする者の割合も 22％であった。 
 

イ 災害防止効果と今後の対策 
・ 「幅木」については、設置していれば防ぐことができた可能性が高いと考えられる

災害は少ないが、推進要綱で「より安全な措置」とされており、アンケート調査結果

で「必要」又は「必ずしも必要ではないが、望ましい」とする者の割合が８割５分で

あった。一方で、足場の幅が狭い場合には、つまずく等の危険性が高まること、足場

の躯体側では、作業の都合上、取り外すことが多いことを踏まえ、墜落防止措置及び
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飛来落下防止措置として、足場の幅が広い場合には、足場の外側に設置することを推

進することが必要であると考えられる。 
・ わく組足場に設ける「上さん」については、設置していれば防ぐことができた可能

性が高いと考えられる災害はほとんどないが、推進要綱で「より安全な措置」とされ

ており、アンケート調査結果で「必要」又は「必ずしも必要ではないが、望ましい」

とする者の割合が７割５分であった。一方で、交さ筋かい及び下さんを設ける等安衛

則 563 条第 1 項第 3 号が実施されたわく組足場からの墜落災害は、ほとんどが足をか

ける、身を乗り出す等の不安全行動が行われたものであったこと、足場の躯体側では、

作業の都合上、取り外すことが多いこと等を踏まえ、設置を推進することが必要であ

ると考えられる。 
 
（４）足場の組立・変更後の点検について 

安衛則に基づき、「組立・変更後」には、墜落防止措置や物体の落下防止措置に加え、

足場の構造に係る各種の事項について点検することが義務付けられており、日々の「作

業開始前」には、墜落防止措置について点検することが義務付けられている。 
今回分析の対象とした労働者死傷病報告については、事業者が災害の概要等を様式に

記載し、労働基準監督署に報告するものであることから、点検の実施状況等については、

作業主任者と同様、労働者死傷病報告で確認することができなかったため、死亡災害 98
件について、追加で調査を行った。 
ア 災害発生状況の分析 

・ 点検は、組立・変更中ではなく、組立・変更後に実施するものであるため、死亡災

害 98 件のうち、通常作業時等における墜落・転落災害 51 件について見ると、安衛

則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置なし又は不十分であったものが 42 件あり、安

衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置は実施していたものが 9 件あった。 
・ 安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置なし又は不十分であったものの中には、

当初設置されていた交さ筋かいや手すり等が取り外された箇所から墜落したものも

あったが、多くは、当初から交さ筋かいや手すり等が設置されていない場合であった。 
・ 通常作業時等における墜落・転落災害 51 件のうち、8 件については、点検が実施

されていたが、そのうち 6 件については、安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措

置なし又は不十分であった。 
 

イ 災害防止効果と今後の対策 
・ 今回分析した通常作業時等における墜落・転落による死亡災害 51 件のうち、多く

は、安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置なし又は不十分であったもので、当

初から交さ筋かいや手すり等が設置されていない場合であることから、安衛則に基づ

く足場の点検の実施について更なる徹底を図ることが必要である。 
・ また、点検が実施されていた 8 件のうち、6 件については、安衛則第 563 条第 1 項

第 3 号に基づく措置なし又は不十分であったことから、安衛則で定めている「点検

項目」や推進要綱で示している「点検実施者の資格等」による、客観的で的確な点

検を図ることが必要であると考えられる。 
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・ このため、点検の実施者としては、足場の組立等の作業に直接従事した者又は当該

作業の作業主任者若しくは作業指揮者以外の者で足場の点検に関する十分な知識・経

験を有するものが行うことを推進することが必要であると考えられる。 
・ なお、このような措置を担保するものとして、建設業の場合、注文者の講ずべき措

置に係る労働安全衛生法の規定があり、その規定を根拠に強風等の後の足場における

作業開始前の点検の措置があることから、その対象として、足場の組立・解体時も加

えることが必要であると考えられる。 
 
３ 足場からの墜落防止措置全般 

（１）足場で作業を行う労働者に対する墜落防止に係る安全衛生意識の高揚 

  ○ 今後の対策 

・ 安衛則第 563 条第 1 項第 3 号に基づく措置を実施していた事案 78 件のうち、69 件

については、労働者の不安全行動や床材の緊結不備等が認められたことから、安衛則

に基づく墜落防止措置の徹底に加え、足場上での作業手順の徹底や、足場の点検によ

る墜落防止設備の不備の排除、不安全行動を生じさせないような安全意識の高揚など

を推進することが必要であると考えられる。（再掲） 
 

（２）足場の組立図の作成について 

  ○ 今後の対策 

・ 足場の組立図については、足場の倒壊防止に資するとともに、安衛則、通達等に基

づく足場からの墜落防止のための手すり等の機材の設置、足場の点検等が的確に実施

されることによって、足場からの墜落防止にも資するものである。 
・ また、足場については、事業者に対する義務として、安衛則において、倒壊防止措

置や足場からの墜落防止措置が規定されていることから、これらを遵守することで足

場の倒壊や足場からの墜落を防止することができるものである。一方で、組立図を作

成せずに組み立てられる比較的小規模な足場からの墜落災害も発生していると考えら

れることを考慮すると、まずは足場の高さ等によらず足場の組立図を作成することを

推進することが必要であると考えられる。 
 
（３）より安全で使いやすい足場の開発を促進するための取組について 

  ○ 今後の対策 

・ 足場の墜落防止措置については、建設現場はさまざまで、それに合った効果的なも

のである必要があることから、足場の安全に関する学識経験者等による検証を踏まえ、

足場の安全が担保できる範囲で、足場の要件を見直すことが必要であると考えられる。 
 
４ 関係府省と連携した墜落防止対策等 

（１）安全経費の発注者による確保及び元請事業者による関係請負人に対する配付に

ついて 

 

  ○ 今後の対策 
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・ 墜落防止対策を含む労働災害防止対策の推進に当たっては、安全経費の発注者によ

る確保及び元請事業者による関係請負人に対する配付が必要であるが、これらのこと

は、建設業における契約に関することであることから、建設業を所管する国土交通省

と連携して、関係者に周知啓発を図ることが必要であると考えられる。 
 
（２）一人親方の災害防止等に係る対策について 

  ア 災害発生状況の分析 

・ 厚生労働省が平成２５年７月から１２月にかけて実施した一人親方等の死亡災害発

生状況の調査では、建設業に従事する一人親方等の死亡災害４８件中、３２件が墜落・

転落によるものであること等が明らかとなった。 
イ 今後の対策 

・ 一人親方等の災害に係る情報の収集及びそれを踏まえた元方事業者等に対する指導

を実施するとともに、特別加入団体等を通じた一人親方の労災保険特別加入の一層の

促進等について建設業を所管する国土交通省と連携して取り組むことが必要であると

考えられる。 
 

５ 今後、検討するべき課題 

墜落防止対策全般を推進するため、引き続き、次の事項について検討することが必要である

と考える。 
・足場の側面からの墜落防止措置の規制のあり方 
・一側足場の使用に関する基準のあり方 
・ＪＩＳ等法令以外で定められている基準に関する規制のあり方 
・ハーネス型の安全帯の使用に関する規制のあり方 
・足場の設置等の届出の範囲のあり方 

 
６ 足場からの墜落・転落防止対策の検討結果 

現行の墜落防止措置の労働災害防止効果についての検証・評価を行うとともに、それを踏ま

えて足場からの墜落・墜落防止措置の検討した結果は、以上のとおりであり、引き続き、安衛

則に基づく墜落防止措置の遵守徹底を図る必要があると考えられる。また、組立・解体時の最

上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置と

して取り組むことが望ましいとしている「より安全な措置」についても、より一層の普及を図

ることが労働災害防止上効果的であると考えられる。 

検討会では、これらの措置の遵守徹底や普及を図るために取り組む必要がある労働災害防止

対策を検討した結果、第５のとおり墜落・転落防止対策をとりまとめることとした。 

 
なお、墜落・転落災害防止対策を推進するに当たっては、関係者が、次のような中長期的な

スパンで環境整備等に取り組む必要があると考えられる。 

・ 建設業者は、現場に合った墜落・転落防止措置を、より安全性の高いものから考え、創意

工夫して進めることが必要である。 

・ 足場のメーカー・リース業者は、安全性が高く、使い勝手がよい足場機材を適切な量、価
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格で提供することが必要である。 

・ 建設業労働災害防止協会、建設業団体等においては、足場に関する安全衛生教育を事業者

に代わって実施する体制を整備することが必要である。 
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第５ まとめ 

 

  足場は、組立て等をする者及び使用する者にとって、主要な職場環境であり、安心し、安全

に働ける職場環境を実現するため、次に述べる対策を提言することとする。 

 

Ⅰ 足場の組立て、解体又は変更の作業時の墜落防止対策 

１ 足場の組立て、解体又は変更（以下「組立て等」という。）の作業において、墜落により

労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、安全帯を安全に取り付けるための設備が設け

られた状態でなければ作業を行ってはならないこととすべきである。 

この場合、足場の一方の側面のみであっても、手すりを設ける等労働者が墜落する危険

を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導すること。 

なお、安全帯を安全に取り付けるための設備とは、安全帯を適切に着用した労働者が落

下しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面等に達することを防ぎ、

かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるもの

であること。 

また、はり、柱等がすでに設けられており、これらに安全帯等を安全に取り付けるため

の設備として利用することができる場合があること。 

また、一方で、「安衛則第 519 条の墜落そのものの防止を第一とする基本に沿い、わく組

足場、くさび緊結式足場等の定型的な自立型組立足場にあっては墜落防止措置として「手

すり先行工法による二段手すりと幅木」を設置することとし、（万が一に備え）安全帯を使

用させ、これ以外の足場等これによることが著しく困難な場合にあっては安衛則第 521 条

に基づき安全帯取付設備を設け、安全帯を使用させるようにするべきである。」という主張

があった。 

 

２ 労働者を足場の組立て等の作業に係る業務に就かせるときは、特別教育を行うべきであ

る。 

なお、本特別教育のカリキュラム等については、足場の組立て等に係る専門工事業者、

安全衛生教育機関等の専門家による検討が必要である。 

 

３ 足場の組立て等作業主任者について、従事する業務に関する能力の向上を図るため、お

おむね５年ごとに実施することとされている労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場の

組立て等作業主任者能力向上教育をさらに促進すること。 

 

Ⅱ 足場における通常の作業時の墜落防止対策 

１ 足場の床材と建地とのすき間については、一般的な足場の関係部材の寸法を踏まえて、

一定の基準を設けるべきである。 

   また、足場の床材と建地とのすき間をできるだけ少なくすることを推進すること。 

   

２ 作業の必要上臨時に交さ筋かい、手すり等を取り外すときは、労働者に安全帯等を使用

させる、取り外す箇所において作業を行う労働者以外の者の立入りを禁止する等の墜落防
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止措置を講じるとともに、当該作業の終了後直ちに元の状態に戻すべきである。 

３ 足場を請負人の労働者に使用させる元方事業者等の注文者は、足場の組立て、一部解体

又は一部変更の後、足場における作業を開始する前に、点検を行い、その結果を保存する

べきである。 

また、事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検は、足

場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講してい

る者、労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等労働安全衛生法

第 88 条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、

全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協

会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等十分な知識・経験を有

する者により、チェックリストを作成し、これに基づき点検を行うことを推進すること。 

事業者又は注文者が行う、足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検は、足場の

組立て等の作業に直接従事した者又は当該作業の作業主任者若しくは作業指揮者（以下「足

場の組立て等の当事者」という。）以外の者が行うことを推進すること。 

ただし、 

① 従業員数の少ない事業者又は注文者にあっては、足場の組立て等の当事者以外には、

足場の点検に関する十分な知識・経験を有する者が確保できない場合も考えられる。こ

の場合には、足場の点検に関する十分な知識・経験を有する足場の組立て等の当事者に

足場の点検を実施させても差し支えないこと。 

② 事業者及び注文者の双方が点検を行う場合には、事業者の点検は、足場の組立て等の

当事者のうち、足場の点検に関する十分な知識・経験を有する者に点検を実施させても

差し支えないこと。 

   また、交さ筋かいや構造部材としての機能を有する手すりや中さんの一時的な取外し若

しくは取付け又は足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔等の一時的な取

外し若しくは取付けは、原則として、足場の一部解体又は一部変更に含まれる。ただし、

次の場合には、足場の一部解体又は一部変更には含まれないこととすること。 

① 交さ筋かい、手すり、中さん等の足場の構造部材の取付け又は取外しについては、足

場の構造に大きな影響を及ぼさないことが明らかな場合であって、足場の部材の上げ下

ろしが伴わないとき。 

例１）作業の必要上、壁つなぎの間隔の範囲内で、交さ筋かい等を一時的に１カ所のみ

を取り外し、当該作業後直ちに元の状態に戻す場合であって、足場の部材の上げ下ろ

しが伴わないとき 

例２）足場と躯体の間の開口部を塞ぐために床付き布わく等の足場の構造部材を取り付

ける等足場の強度が高まる場合であって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき 

② 足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート等の取

付け又は取外しについては、取り外す場合又は取り外した後に取り付ける場合であって、

部材の上げ下ろしが伴わないとき 

例１）強風が予想される場合等に、メッシュシートを取り外し、建地にくくり付けると

き及び当該メッシュシートを元の状態に戻すとき 



29 

例２）作業の必要上一部を臨時に取り外し、当該作業後直ちに元の状態に戻す場合であ

って、部材の上げ下ろしが伴わないとき 

 

４ 幅木（つま先板・すべり止め（足を滑らせて墜落することを防ぐための板））については、

墜落防止措置及び飛来落下防止措置として、足場の建地の中心間の幅が 60センチメートル

以上の場合には、足場の外側（荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。）に次の措置を講

ずることを推進すること。 

① わく組足場においては、下さんの代わりに、高さ 15センチメートル以上の幅木を設置

すること。 

② わく組足場以外の足場においては、手すり及び中さんに加えて幅木等を設置すること。 

  これらの措置を推進する理由は以下のとおりである。 

・ 下さん又は中さんの下に一定のすき間があること。 

・ 足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査結果（以下「アンケート結果」とい

う。）において、幅木等により下さん又は中さんの下のすき間を狭くすることが「必要」

との回答が 50％強、「必ずしも必要ではないが、望ましい」との回答が約 30％であった

こと。 

一方で、 

・ 足場板の幅が狭い場合には、つまずく等の危険性が高まること。 

・ 足場の躯体側では作業の都合上、取り外すことが多いこと。 

また、一方で、「「推進する」ではなく、幅木を設置すべき足場は、足場の建地の中心間

の幅が 50 センチメートル以上とし、足場の両側に、下さんに加えて高さ 15 センチメート

ル以上の幅木を設置するべきであり、この場合にあっては、下さんの高さは「38センチメ

ートル以上 45センチメートル以下」に改めるべきである。」という主張があった。 

この主張を報告書に記載することに反対する意見もあった。 

 

５ 上さんについては、わく組足場の外側（荷揚げ等の作業に支障がある箇所を除く。）に、

交さ筋かい及び下さんに加えて上さんを設置することを推進すること。 

この措置を推進する理由は以下のとおりである。 

・ 交さ筋かいには、一定のすき間があること 

・ アンケート結果において、交さ筋かい及び下さんに加えて上さんの設置が「必要」と

の回答が 36%、「必ずしも必要ではないが、望ましい」との回答が 39%であったこと 

一方で、 

・ 交さ筋かい及び下さんを取り付けているわく組足場において、ほとんどが故意に身を

乗り出した、交さ筋かいに足をかけた等の理由により墜落災害が発生していること 

・ 足場の躯体側では作業の都合上、取り外すことが多いこと 

    また、一方で、「「推進する」ではなく、わく組足場の両側に、交さ筋かい及び下さんに

加えて上さんを設置するべきである。」という主張があった。 

この主張を報告書に記載することに反対する意見もあった。 
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Ⅲ 足場からの墜落防止対策全般 

１ 足場で作業を行う労働者等に対して、労働者等向けの墜落防止のポイントを説明したリ

ーフレット等により墜落防止に係る安全衛生意識の高揚を図ること。 

 

２ 足場に係る構造部材の配置、壁つなぎの割付け、手すり等の墜落防止措置等を記載した

足場の組立図は、足場の倒壊防止に資するほか、足場からの墜落防止にも資することから、

足場の組立図の作成を推進すること。 

 

３ より安全で使いやすい足場の開発を促進するため、足場の安全性が担保できる範囲で、

法令に定める足場の要件を見直すべきである。 

また、法令に定める足場の要件の見直しに当たっては、足場の安全に関する学識経験者

等による検証が得られたものについては、実施すること。 

 

Ⅳ 関係府省と連携した墜落防止対策等 

１ 建設業に従事する者の災害を防止するためには、発注者における施工時の安全衛生の確

保のための必要な経費（一人親方等の労災保険の特別加入のために必要な費用を含む。）の

積算、受注者である元請等から関係請負人へその経費が確実に渡るよう、国土交通省と連

携して、墜落防止措置の見直し後の内容を含めて、これらの措置が実施されるよう、関係

者に周知啓発を図ること。 

 

２ 建設業に従事する一人親方の災害防止等に係る対策として、下記の事項について、国土

交通省とも連携して取り組むこと。 

・ 一人親方等の災害に係る情報の収集及びそれを踏まえた元方事業者等に対する指導の

実施 

・ 特別加入団体等を通じた一人親方の特別加入の一層の促進 

・ 雇用から請負への安易な転換を防ぐための法定福利費の確保の徹底、建設業団体を通

じた一人親方の労働者性の判断基準に関する更なる周知徹底、建設業団体等と連携した

重層下請構造改善の推進 

 

Ⅴ 今後、検討するべき課題 

以上のとおり、これまでの議論を踏まえ、報告書を取りまとめるものであるが、次の事項

については、墜落防止対策全般を推進するため、引き続き検討すること。 

① 足場の側面からの墜落防止措置の規制のあり方 

検討に当たっては、次の研究を実施し、その結果等を参考にするとともに、性能要件化

についても考慮すること。 

・ 足場板の幅が狭い場合には、つまずく等の危険性が高まることから、幅木を設置して

も安全に使用できる足場板の幅等の研究 

・ 移動時及び作業時における下さん・中さんの下のすき間や交さ筋かいのすき間からの

墜落防止措置の研究 

・ 墜落するおそれのない躯体と足場板とすき間の基準の研究 
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② 一側足場の使用に関する基準のあり方 

③ ＪＩＳ等法令以外で定められている基準に関する規制のあり方 

④ ハーネス型の安全帯の使用に関する規制のあり方 

⑤ 足場の設置等の届出の範囲のあり方 



平成22年８月11日制定 

平成25年８月23日改正 

平成25年９月24日改正 

足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会 開催要綱 

 

１ 目的 

足場からの墜落災害の防止対策については、平成 21 年３月に改正された労

働安全衛生規則（以下「改正省令」という。）に基づく措置の履行確保に加え、

安全衛生部長通達（平成 24 年２月９日付け基安発 0209 第２号「足場からの墜

落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」）において、改正省令の

確実な履行と併せて実施することが望ましい「より安全な措置」を示し、その

普及に努めているところであるが、同通達においては、「足場からの墜落災害

について、負傷災害を含め毎年データを蓄積・分析し、その結果を示すととも

に、改正省令の施行後３年を目途に、改正省令等の措置の効果の把握を行い、

必要があると認められるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずる」こと

としているところである。 

このため、本検討会においては、今後の足場からの墜落災害防止対策の推進

に資するため、蓄積・分析されたデータをもとに、改正省令等に基づく足場か

らの墜落防止措置の効果について検証・評価を行うとともに、これらの分析結

果を踏まえて、足場からの墜落防止措置の検討を行う。 

 

２ 実施事項 

（１）足場からの墜落防止措置の検討 

（２）その他 

 

３ 参集者 

  別紙「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会 参集者名簿」のと

おり。 

 

４ その他 

（１）本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が別紙の検討会参集者

の参集を求める。 

（２）本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 

（３）本検討会は、必要に応じ、参集者以外の者に出席を依頼することができ

る。 

（４）本検討会は、原則として公開とすることとし、検討に当たり、特定の個

人のプライバシー、企業活動のノウハウに係る事案等を取り扱う際には非

公開とすることができる。 

（５）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対 

策室において行う。 

別添１ 



 

 

足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会 参集者名簿 

 

＜学識経験者＞ 

 臼井伸之介 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

 大幢 勝利 (独)労働安全衛生総合研究所建設安全研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ上席研究員 

 小林 謙二 関東学院大学工学部建築学科教授（座長） 

 田村 幸雄 東京工芸大学工学部建築学科教授 

＜足場メーカー・リース業関係団体＞ 

 小野辰雄  全国仮設安全事業協同組合理事長 

 鈴木芳美  （一社）仮設工業会会長 

 原田 保  （一社）軽仮設リース業協会常務理事 

＜建設業・造船業関係団体＞ 

 加藤正勝  建設労務安全研究会理事長 

金森勝三  （一社）全国中小建築工事業団体連合会副会長 

 小島政章  （一社）全国建設業協会労働委員会委員 

 児玉 猛  （一社）日本造船工業会全国造船安全衛生対策推進本部本部長補佐 

 才賀清二郎 （一社）建設産業専門団体連合会会長 

 鈴木敏彦   （一社）日本建設業連合会安全委員会安全対策部会副部会長 

 高橋 元  建設業労働災害防止協会技術管理部長 

 宮本 一  全国建設労働組合総連合労働対策部長 

宗像祐司  （一社）住宅生産団体連合会工事ＣＳ・労務安全管理分科会主査 

 

＜行政＞オブザーバー 

 田村秀夫  国土交通省大臣官房技術調査課長 

屋敷次郎  国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課長 

 

                     

（別紙） 
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足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会 検討経過 

 

 

第１回 

１ 日時 平成２２年８月２５日（水） １４：００～１６：００ 

２ 議題 

① 事務局説明 

② フリートーキング 

③ 今後のスケジュール 

④ その他 

 

第２回 

１ 日時 平成２２年９月２９日（水） １４：００～１６：００ 

２ 議題 

① 事務局説明 

② 業界団体等ヒアリング 

 ・社団法人住宅生産団体連合会 

 ・社団法人全国建設業協会、社団法人日本建設業団体連合会 

③ 今後のスケジュール 

④ その他 

 

第３回 

１ 日時 平成２２年１０月１３日（水） １３：００～１５：３０ 

２ 議題 

① 事務局説明 

② 業界団体等ヒアリング 

  ・全国仮設安全事業協同組合 

  ・社団法人建設産業専門団体連合会 

  ・専門工事関係労働者 

③ 今後のスケジュール 

④ その他 

 

第４回 

１ 日時 平成２３年１月１１日（火）１３：００～１５：００ 

２ 議題  

① 事務局説明 

② 報告書案について（事務局説明、意見交換） 

③ その他 

別添２ 
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平成２３年１月 

足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会報告書【平成 21年度発生分】公表 

 

第５回 

１ 日時 平成２４年１月１１日（火）１３：００～１５：００ 

２ 議題  

① 報告書案について（事務局説明、意見交換） 

② その他 

 

平成２４年２月 

足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会報告書【平成 22年度発生分】公表 

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱を策定し、対策の徹底を要請 

 

第６回 

１ 日時 平成２５年３月２６日（火）１４：００～１６：００ 

２ 議題  

① 報告書案について（事務局説明、意見交換） 

② その他 

 

平成２５年６月 

足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会報告書【平成 23年度発生分】公表 

 

平成２５年８月 

足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会 開催要綱を改正し、これまでの

学識経験者（４名）に、足場メーカー・リース業関係団体（３団体）、建設業・造船

業関係団体（９団体）からの代表、国土交通省（オブザーバー）を加えて、足場から

の墜落防止措置の検討を開始することとした。 

 

第７回 

１ 日時 平成２５年９月５日（木） １５：００～１７：００ 

２ 議題 

① これまでの取組と現状 

② 検討スケジュール 

③ 論点 

④ その他 

 

第８回 

１ 日時 平成２５年１０月４日（金） １３：００～１５：００ 
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２ 議題 

① 全国仮設安全事業協同組合からの意見表明 

② 一般社団法人仮設工業会からの意見表明 

③ 一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会からの意見表明 

④ 一般社団法人日本建設業連合会からの意見表明 

 

第９回 

１ 日時 平成２５年１０月７日（月） １５：００～１７：００ 

２ 議題 

① 建設労務安全研究会からの意見表明 

② 一般社団法人建設産業専門団体連合会からの意見表明 

③ 全国建設労働組合総連合からの意見表明 

④ 一般社団法人住宅生産団体連合会からの意見表明 

 

第１０回 

１ 日時 平成２５年１１月１９日（火） １０：００～１２：００ 

２ 議題 

① 各団体からの意見表明に対する意見等 

② 労働安全衛生規則に基づく措置及び手すり先行工法の墜落災害防止効果（推

計） 

③ 労働者へのアンケート調査の実施について 

④ 今後の足場からの墜落・転落災害防止対策等の現実的なあり方について 

 

第１１回 

１ 日時 平成２５年１２月１６日（月） １５：００～１７：００ 

２ 議題 

① 今後の足場からの墜落・転落災害防止対策等の現実的なあり方について 

② 労働者へのアンケート調査の実施について 

 

（平成２６年１月３１日～平成２６年２月１４日 アンケート調査の実施） 

 

第１２回 

１ 日時 平成２６年３月１３日（木） １０：００～１２：００ 

２ 議題 

① 足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査結果について 

② 足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会報告書骨子について 
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第１３回 

１ 日時 平成２６年４月２４日（木） １４：００～１６：００ 

２ 議題 

① 足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会報告書骨子について 

  ② その他 

 

第１４回 

１ 日時 平成２６年６月５日（木） １４：００～１７：００ 

２ 議題 

① 足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会報告書案について 

  ② その他 

 



平成 26 年 6 月 5 日 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

建設安全研究グループ 

部長代理 大幢勝利 

 

 

足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査結果 

 

１ アンケート調査の方法 

（１）調査の対象者 

   アンケートの対象者は、平成 10 年度から平成 25 年度までの安全優良職長

厚生労働大臣顕彰受賞者であって、現在も就労している者とした（1,060 人）。 

   なお、本顕彰の受賞者は、職長等としての実務経験が 10 年以上であり、職

長等として担当した現場において過去５年以上、休業４日以上の労働災害が

発生しておらず、自身も職務に必要な各種資格を取得し、各種の安全衛生教

育を十分に受講し、更に、安全管理に関する部下の指導教育等に積極的に活

動している者である。 

 

（２）調査の時期 

   平成 26 年 1 月 31 日（金）から平成 26 年２月 14 日（金）に調査を行った。 

 

（３）調査の方法 

厚生労働省労働基準局安全衛生部が直接、調査票を調査対象者へ郵送し、調

査対象者が記入した後、独立行政法人労働安全衛生総合研究所建設安全研究グ

ループに返送し実施した。 

 

（４）調査の内容 

   調査票（別添１）のとおり。 

 

（５）有効回答率 

    調査対象者数 1,060 人のうち、有効回答者数 556 人、有効回答率 52.5％。 

 

（６）調査の結果 

   別添２のとおり。 

別添３ 



基安安発 0131 第１号 

平成 26 年１月 31 日 

 

安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者 殿 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部安全課長 

（契印省略） 

 

足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査（協力依頼） 

 

日頃から、建設業の現場で安全に取り組んでいただき、ありがとうございます。 

さて、建設業における墜落災害は、死亡災害の４割と大きな割合を占めていることから、現在、厚

生労働省では、平成 21年６月に施行された改正労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）に係る

墜落防止措置（注１）の徹底及び同年４月に示された「より安全な措置」（注２）の普及に取り組ん

でいるところです。 

また、平成 21 年の改正の際、改正安衛則の施行後３年を目途に、その効果を把握して、所要の措

置を講ずることとされていたことを踏まえ、昨年９月から、「足場からの墜落防止措置の効果検証・

評価検討会」を開催し、議論を進めているところです。 

その議論の中で、実際に足場の組立て等の作業を行ったり、足場を利用して作業を行っておられる

方々の御意見を聴くことが不可欠であるという判断となったことから、「安全優良職長厚生労働大臣

顕彰」受賞者を対象に本調査を実施することとなりました。 

皆様には、現場の状況等を熟知されている職長等として率直に、別添のアンケート調査にお答えく

ださいますようお願いいたします。 

 別添のアンケート調査票に記入が終わりましたら、回答を終えたアンケート調査票を折りたたみ、

同封の返信用封筒に入れ、封をした上で、独立行政法人労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グル

ープ 大幢勝利上席研究員あて平成 26年２月 14日（金）までに御送付くださいますようお願いいた

します。 

なお、封筒裏面に貴殿の氏名、御社の名称等を記載することとなりますが、同研究所では、封筒裏

面の貴殿及び御社を特定する情報は利用せずに、アンケート調査票の内容のみを集計したものを厚生

労働省へ送付することとしておりますので、率直にお答えください。また、アンケート結果は、足場

からの墜落防止措置の検討に活用しますが、それ以外の用途には利用しないことを申し添えます。 

 

注１：わく組足場における交さ筋かい及び下さん等の設置、わく組足場以外の足場における手すり及

び中さん等の設置、足場の点検事項の見直し等 

注２：わく組足場における交さ筋かい及び下さん等に加えて上さんの設置、わく組足場以外の足場に

おける手すり及び中さん等に加えて幅木の設置、「手すり先行工法等に関するガイドライン」に

基づく手すり先行工法による足場の組立て等 

（これらの内容については、参考資料１をご覧ください。） 

 

 

別添１ 
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足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査票 

 

 

Ⅰ 年齢、職種、経験年数、請負形態に関する事項 

１ 年齢、職種、経験年数、今の業務に就いてからの経験年数、会社の請負形態について該当する

ものに○をつけてください。 

（１）年齢（満年齢） 

①２０～２９歳  ②３０～３９歳  ③４０～４９歳 

④５０～５９歳  ⑤６０歳以上   

（２）職種 

①型わく工   ②左官   ③とび工   ④鉄筋工   ⑤電工 

⑥配管工    ⑦大工   ⑧造園工   ⑨これらに該当しない職種 

（３）今の業務についてからの経験年数 

①１０年未満 ②１０年以上２０年未満 ③２０年以上３０年未満 ④３０年以上 

（４）会社の請負形態 

    ①主に元請であることが多い ②主に下請であることが多い ③どちらとも言えない 

 

Ⅱ 業務で使用している足場に関する事項 

１ 業務で主に使用している足場の種類は次のうちどれですか（複数回答可）。 

①わく組足場            ②くさび緊結式足場（本足場）  

③くさび緊結式足場以外の単管本足場（単管、クランプ、床材で構成されるもの） 

④一側足場    ⑤つり足場    ⑥ローリングタワー（移動式足場） 

⑦足場は使用する作業はほとんどない（脚立、可搬式・折りたたみ式作業台（床材と支持部材

が分離できないもの）、高所作業車を含む。） 

     「⑦」を選択した方は、これでアンケートは終了です。御協力ありがとうございました。 

 

２ 業務で主に使用している足場の高さは次のうちどれですか（複数回答可）。 

  ※ 足場のうち最も高い層の作業床（足場板）の高さをお答えください。 

①２メートル未満          ②２メートル以上５メートル未満  

③５メートル以上１０メートル未満  ④１０メートル以上 

３ 手すり先行工法による足場での作業の経験はありますか。 

①よくある   ②時々ある    ③ほとんどない ④ない 

 

  

別添 
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４ あなたやあなたにとって身近な同僚等が足場から墜落した経験はありますか。 

   ①自らが足場から墜落した経験がある  ②同僚等が足場から墜落した経験がある 

   ③そのような経験はない  「③」を選択した方は、「Ⅲ」へお進みください。 

    「①」又は「②」を選択した方は、次の４－１にもお答えください。 

  ４－１ どのような足場から墜落しましたか。 

  （１）墜落した高さ 

    ①２メートル未満         ②２メートル以上５メートル未満 

    ③５メートル以上１０メートル未満 ④１０メートル以上 

    ⑤不明 

  （２）足場の種類 

①わく組足場           ②くさび緊結式足場（本足場） 

③くさび緊結式足場以外の単管本足場（単管、クランプ、床材で構成されるもの） 

④一側足場  ⑤つり足場  ⑥ローリングタワー（移動式足場）  ⑦不明 

    

Ⅲ 通常作業時における足場からの墜落防止措置に関する事項 

１ わく組足場を作業床として使う場合（足場の外側には、交さ筋かい、下さん及び飛来落下防止

用のメッシュシートが設置されており、足場の躯体側で作業を行うものとします。）、足場の外側

の墜落防止措置として、次の措置をどのように思いますか。また、差し支えなければ、そのよう

に考える理由を記入してください。 

（１）上さんの設置 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                       ） 

 

（２）足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                      ） 

 

 

 

 

 

 

（３）幅木等により下さんの下のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                      ） 
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２ くさび緊結式足場を作業床として使う場合（足場の外側には、手すり（作業床からの高さ 90

㎝）、中さん（作業床からの高さ 45㎝）及びメッシュシートが設置されており、足場の躯体側で

作業を行うものとします。）、足場の外側の墜落防止措置として、次の措置をどのように思います

か。また、差し支えなければ、そのように考える理由を記入してください。 

（１）足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                     ） 

 

 

 

 

 

 

（２）幅木等により中さんの下のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                     ） 

 

３ 足場の躯体側での作業では、一時的に手すりや交さ筋かいを取り外す場合がありますが、この

ような場合の躯体側の墜落防止措置としてどのような措置を実施していますか。該当するものす

べてに○をつけてください。 

   ①安全帯の使用       ②張出し足場の設置      ③安全ネットの設置 

 ④作業後の手すり等の復旧  ⑤手すり等復旧後の点検 

⑥その他（                                    ） 

「②」又は「③」を選択した方は、次の３－１にもお答えください。 

３－１ あなたは、墜落により危険を及ぼすおそれがない躯体と足場板とすき間の基準を示され

る必要があると思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える理由を記入して

ください。 

①必要    ②必ずしも必要ではないが、望ましい   ③不要    

理由（                                   ） 

 

４ 足場を使用する作業（足場の組立て、解体又は変更の作業を除く。）は、６時間程度の法定の

義務である特別教育を必要とする業務とするべきだと思いますか。また、差し支えなければ、そ

のように考える理由を記入してください。 

①必要     ②必ずしも必要ではないが、望ましい   ③不要 

理由（                                      ） 
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５ あなたの会社が元請として工事を請け負う場合で、あなたの会社が足場に関する費用を見積り、

施主、発注者等に対し、足場に関する費用を含めた全工事費用を提示するものとして次の質問に

お答えください。 

※ 施主、発注者等から足場に関する条件が指定されていないものとしてお答えください。 

５－１ わく組足場を作業床として使う場合（足場の外側には、交さ筋かい、下さん及び飛来落

下防止用のメッシュシートが設置されており、足場の躯体側で作業を行うものとします。）、

足場の外側の墜落防止措置として、次の措置をどのように思いますか。また、差し支えな

ければ、そのように考える理由を記入してください。 

（１）上さんの設置 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                     ） 

 

（２）足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                     ） 

 

（３）幅木等により下さんの下のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                     ） 

 

５－２ くさび緊結式足場を作業床として使う場合（足場の外側には、手すり（作業床からの高

さ 90 ㎝）、中さん（作業床からの高さ 45 ㎝）及びメッシュシートが設置されており、足

場の躯体側で作業を行うものとします。）、足場の外側の墜落防止措置として、次の措置を

どのように思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える理由を記入してくだ

さい。 

（１）足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                    ） 

 

（２）幅木等により中さんの下のすき間を狭くする 

①必要      ②必ずしも必要ではないが、望ましい     ③不要 

理由（                                    ） 

  

Ⅳ 足場の組立て作業時の墜落防止措置に関する事項 

１ 足場（わく組足場及びくさび緊結式足場に限る）の組立ての作業を行うことはありますか。 

①よくある  ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない  「④」を選択した方は、 

これでアンケートは終了です。 

「①」、「②」又は「③」を選択した方は、            御協力ありがとうございました。 

以下の質問にもお答えください。 
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２ 次の手すり先行工法による足場の組立て作業に関するあなたの経験で当てはまるものに○を

つけてください。 

※ 手すり先行工法の種類については、参考資料２をご覧ください。 

 （１）手すり先送り方式・わく組足場 

    ①よくある    ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない 

 

（２）手すり据置き方式・わく組足場 

   ①よくある    ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない 

  

（３）手すり先行専用足場方式・わく組足場 

    ①よくある    ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない 

 

（４）手すり先送り方式・くさび緊結式足場 

    ①よくある    ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない 

 

（５）手すり据置き方式・くさび緊結式足場 

    ①よくある    ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない 

 

３ 足場（わく組足場及びくさび緊結式足場に限る。）の最上層で組立て作業を行う場合の墜落防

止措置として、次の措置をどのように思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える

理由を記入してください。 

（１）足場の両側（躯体側及び外側）に一層下から先行して手すりを設置する 

①適当      ②適当であるが、問題もある     ③不適当 

理 由                                   

 

 

（２）足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、そこに安全帯をかける 

①適当      ②適当であるが、問題もある     ③不適当 

理 由                                   

 

 

（３）一層下から先行して親綱を設置し、そこに安全帯をかける 

①適当      ②適当であるが、問題もある     ③不適当 

理 由                                   
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（４）くさび緊結式足場で、一層下から先行して建地を設置し、部材を打ち込むポケットに安全帯

をかける 

①適当      ②適当であるが、問題もある     ③不適当 

理 由  

 

 

 

４ 足場（わく組足場及びくさび緊結式足場）の組立て作業において、足場の最上層では、作業床

（足場板）があれば、安全帯をかけられる手すり、親綱、建わく等が設置されるまでの間、一時

的に安全帯を使用しないことがありますか。 

①よくある    ②時々ある  ③ほとんどない  ④ない                           

 

５ 足場の組立て、解体又は変更の作業は、６時間程度の法定の義務である特別教育を必要とする

業務とするべきだと思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える理由を記入してく

ださい。 

①必要     ②必ずしも必要ではないが、望ましい   ③不要 

理由（                                      ） 

 

６ 足場の組立て等作業主任者が足場の組立て等作業主任者技能講習を修了することに加えて、定

期的な能力向上教育が必要だと思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える理由を

記入してください。 

①必要     ②必ずしも必要ではないが、望ましい   ③不要 

理由（                                      ） 

 

７ 足場の組立て・変更後の点検を確実に実施するためには、足場の組立て・変更後の足場におけ

る作業を行う事業者が作業開始前に点検を行うことに加え、次のような者による点検の必要があ

ると思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える理由を記入してください。 

（１）足場の組立て・変更を依頼した元方事業者等の注文者 

①必要    ②必ずしも必要ではないが、望ましい   ③不要 

理由（                                     ） 

 

（２）足場の組立て・変更を行った者以外の十分な知識・経験を有する第三者注（当該足場の組立

て・変更に直接従事した者及び当該作業の進行状況を監視する作業主任者以外の者をいいます。

同じ会社の者であっても、当該条件を満たす場合には、これを含みます。） 

①必要    ②必ずしも必要ではないが、望ましい   ③不要 

理由（                                     ） 

 

注 十分な知識・経験を有する第三者には、 

① 足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者 
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② 労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）や厚生労働大臣の登録を受

けた者が行う研修を修了した者等足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格

を有する者 

③ 建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」、全国仮設安全事

業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者等足場の点検について①又は②

と同等の知識・経験を有する者 

が該当します。 

 

８ あなたの会社が元請として工事を請け負う場合で、あなたの会社が足場に関する費用を見積り、

施主、発注者等に対し、足場に関する費用を含めた全工事費用を提示するものとして次の質問に

お答えください。 

８－１ 足場（わく組足場及びくさび緊結式足場に限る。）の最上層で組立て作業を行う場合の

墜落防止措置として、足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、そこに安全帯を

かける措置をどのように思いますか。また、差し支えなければ、そのように考える理由を

記入してください。 

①適当      ②適当であるが、問題もある     ③不適当 

理 由 

 

 

  

 

         以上でアンケートはすべて終了です。御協力ありがとうございました。 



足場に関する安全対策

高さ75㎝以上
の手すり

高さ35～50㎝
の位置に中さん

高さ85㎝以上
にＵＰ

改正前

交さ筋かい

単
管
足
場
の
例

わ
く
組
足
場
の
例

「上さん」の追加

高さ15～40㎝
の位置に下さん

②実施することが望ま
しい「より安全な措置」

手すりわく

手すりわく

幅木

１． 墜落防止措置

２． 飛来物防止措置

高さ10㎝以上
の幅木

メッシュシート

① 改正後の
墜落防止措置

足場における
明示規定なし

「幅木」の追加

参考資料
１



手すり先行工法の種類

手
す
り
先
送
り
方
式

手
す
り
先
行
専
用
足
場
方
式

手
す
り
据
置
き
方
式

わく組足場 くさび緊結式足場

参考資料
２



別添２

Ⅰ　回答者に関する情報
　Ⅰ－１　年齢

①20～29歳 ②30～39歳 ③40～49歳 ④50～59歳 ⑤60歳以上 無回答 総計

0 13 129 242 168 4 556
(0.0%) (2.3%) (23.2%) (43.5%) (30.2%) (0.7%) (100.0%)

　Ⅰ－２　職種

①型わく工 ②左官 ③とび工 ④鉄筋工 ⑤電工 ⑥配管工 ⑦大工

52 21 73 18 26 15 17
(9.4%) (3.8%) (13.1%) (3.2%) (4.7%) (2.7%) (3.1%)

⑧造園工 ⑨その他 無回答 総計

17 310 7 556
(3.1%) (55.8%) (1.3%) (100.0%)

　Ⅰ－３　経験年数

①10年未満
②10～20年

未満
③20～30年

未満
④30年以上 無回答 総計

7 42 160 340 7 556
(1.3%) (7.6%) (28.8%) (61.2%) (1.3%) (100.0%)

　Ⅰ－４　請負形態　

①主に元請 ②主に下請
③どちらとも

いえない
無回答 総計

249 251 46 10 556
(44.8%) (45.1%) (8.3%) (1.8%) (100.0%)

Ⅱ　業務で使用している足場に関する事項
　Ⅱ－１　主に使用する足場の種類（複数回答）

①わく組足場
②くさび緊結

式足場
③②以外の
単管本足場

④一側足場 ⑤つり足場
⑥ローリング

タワー

①から⑥を
選択した者

総計

349 122 121 48 39 98 394
(62.8%) (21.9%) (21.8%) (8.6%) (7.0%) (17.6%) (70.9%)

⑦使用しない 無回答 総計

156 6 556
(28.1%) (1.1%) (100.0%)

　Ⅱ－２　主に使用している足場の高さ（複数回答）

①２ｍ未満
②２～５ｍ

未満
③５～10ｍ

未満
④10ｍ以上 総計

25 140 152 190 394
(6.3%) (35.5%) (38.6%) (48.2%) (100.0%)

　Ⅱ－３　手すり先行工法による足場での作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

156 140 54 34 10 394
(39.6%) (35.5%) (13.7%) (8.6%) (2.5%) (100.0%)

　Ⅱ－４　足場からの墜落の経験
①本人が経

験あり
②同僚があ

り
③経験なし 無回答 総計

13 72 294 15 394
(3.3%) (18.3%) (74.6%) (3.8%) (100.0%)

足場からの墜落防止措置に関するアンケート調査結果

1



 Ⅱ－４－１　本人の足場からの墜落の経験の内容

①わく組足場
②くさび緊結

式足場
③②以外の
単管本足場

⑤つり足場 無回答

①２ｍ未満 2 1 2 5 (38.5%)

②２～５ｍ
未満 3 2 5 (38.5%)

③５～１０ｍ
未満 1 1 (7.7%)

④１０ｍ以上 1 1 (7.7%)

無回答 1 1 (7.7%)

7 1 2 2 1 13 (100.0%)
(53.8%) (7.7%) (15.4%) (15.4%) (7.7%) (100.0%)

 Ⅱ－４－２　同僚の足場からの墜落の経験の内容

①わく組足場
②くさび緊結

式足場
③②以外の
単管本足場

④一側足場 ⑤つり足場
⑥ローリング

タワー
⑦不明・
無回答

①２ｍ未満 5 4 9 (12.5%)

②２～５ｍ
未満 24 4 9 3 2 2 44 (61.1%)

③５～１０ｍ
未満 8 1 2 11 (15.3%)

④１０ｍ以上 7 7 (9.7%)

無回答 1 1 (1.4%)

44 9 9 3 2 2 3 72 (100.0%)
(61.1%) (12.5%) (12.5%) (4.2%) (2.8%) (2.8%) (4.2%) (100.0%)

Ⅲ　通常作業時における足場からの墜落防止措置に関する事項
　Ⅲ－１　わく組足場を作業床として使う場合
　　Ⅲ－１－１　上さんの設置

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

119 135 85 10 349
(34.1%) (38.7%) (24.4%) (2.9%) (100.0%)

21 20 2 2 45
(46.7%) (44.4%) (4.4%) (4.4%) (100.0%)

46 39 13 3 101
(45.5%) (38.6%) (12.9%) (3.0%) (100.0%)

94 116 74 9 293
(32.1%) (39.6%) (25.3%) (3.1%) (100.0%)

86 83 30 5 204
(42.2%) (40.7%) (14.7%) (2.5%) (100.0%)

54 72 57 7 190
(28.4%) (37.9%) (30.0%) (3.7%) (100.0%)

107 112 67 10 296
(36.1%) (37.8%) (22.6%) (3.4%) (100.0%)

33 43 20 2 98
(33.7%) (43.9%) (20.4%) (2.0%) (100.0%)

3 7 3 0 13
(23.1%) (53.8%) (23.1%) (0.0%) (100.0%)

19 28 23 2 72
(26.4%) (38.9%) (31.9%) (2.8%) (100.0%)

118 120 61 10 309
(38.2%) (38.8%) (19.7%) (3.2%) (100.0%)

140 155 87 12 394
(35.5%) (39.3%) (22.1%) (3.0%) (100.0%)

※１　手すり先行工法による足場での作業経験で、「①よくある」又は「②時々ある」のもの（以下同様）
※２　手すり先行工法による足場での作業経験で、「③ほとんどない」、「④ない」又は「無回答」のもの（以下同様）
●わく組足場の上さん　「必要」３５．５％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」３９．３％　「不要」２２．１％　

総計

足場からの
墜落経験

本人があり

同僚があり

なし

主に使用して
いる足場の

種類

わく組足場

わく組足場
以外

主に使用して
いる足場の

高さ

５ｍ未満

５ｍ以上

１０ｍ未満

１０ｍ以上

総計

総計

総計

総計

手すり先行
工法による
足場での作

業経験

あり　※1

なし　※２
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　　Ⅲ－１－１　上さんの設置（理由欄の要旨）
140 100%
57 41% 100%

①人の墜落防止に有効 25 18% 44%
②安全帯取付設備として適当である 10 7% 18%
③すき間を小さくする 5 4% 9%
その他 17 12% 30%

155 100%
70 45% 100%

①作業の障害になる 13 8% 19%
②メッシュシートで十分である 10 6% 14%
③安全帯取付設備として適当である 7 5% 10%
その他 40 26% 57%

87 100%
63 72% 100%

①メッシュシートで十分である 31 36% 49%
②交さ筋かいで十分 5 6% 8%
②筋かいの上部から墜落する可能性は低い 5 6% 8%
その他 22 25% 35%

①必要

　理由欄回答数

　理由欄回答数

②必ずしも必要ではないが、望ましい

③不要
　理由欄回答数
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　　Ⅲ－１－２　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

287 46 7 9 349
(82.2%) (13.2%) (2.0%) (2.6%) (100.0%)

27 15 0 3 45
(60.0%) (33.3%) (0.0%) (6.7%) (100.0%)

77 20 0 4 101
(76.2%) (19.8%) (0.0%) (4.0%) (100.0%)

237 41 7 8 293
(80.9%) (14.0%) (2.4%) (2.7%) (100.0%)

156 41 0 7 204
(76.5%) (20.1%) (0.0%) (3.4%) (100.0%)

158 20 7 5 190
(83.2%) (10.5%) (3.7%) (2.6%) (100.0%)

238 42 6 10 296
(80.4%) (14.2%) (2.0%) (3.4%) (100.0%)

76 19 1 2 98
(77.6%) (19.4%) (1.0%) (2.0%) (100.0%)

12 1 0 0 13
(92.3%) (7.7%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

58 13 0 1 72
(80.6%) (18.1%) (0.0%) (1.4%) (100.0%)

244 47 7 11 309
(79.0%) (15.2%) (2.3%) (3.6%) (100.0%)

314 61 7 12 394
(79.7%) (15.5%) (1.8%) (3.0%) (100.0%)

●わく組足場で、足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする
　　「必要」７９．７％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」１５．５％　

　　Ⅲ－１－２　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
314 100%
166 53% 100%

①人の墜落防止に有効 85 27% 51%
②人の墜落、物の落下防止に有効 16 5% 10%
③安全な作業ができる 10 3% 6%
その他 55 18% 33%

61 100%
28 46% 100%

①人の墜落防止に有効 5 8% 18%
②作業によってすき間があった方が良い場合もある 3 5% 11%
③人が墜落しない幅なら不要 2 3% 7%
その他 18 30% 64%

7 100%
4 57% 100%

①現行で問題は生じていない 1 14% 25%
①作業に支障が出ている 1 14% 25%
その他 2 29% 50%

総計

②必ずしも必要ではないが、望ましい

③不要
　理由欄回答数

　理由欄回答数

①必要
　理由欄回答数

手すり先行
工法による
足場での作

業経験

あり　※１

なし　※２

足場からの
墜落経験

本人があり

同僚があり

なし

主に使用して
いる足場の

種類

わく組足場

わく組足場
以外

主に使用して
いる足場の

高さ

５ｍ未満

５ｍ以上

１０ｍ未満

１０ｍ以上
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　　Ⅲ－１－３　幅木等により下さんの下のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

181 115 45 8 349
(51.9%) (33.0%) (12.9%) (2.3%) (100.0%)

23 18 2 2 45
(51.1%) (40.0%) (4.4%) (4.4%) (100.0%)

67 26 5 3 101
(66.3%) (25.7%) (5.0%) (3.0%) (100.0%)

137 107 42 7 293
(46.8%) (36.5%) (14.3%) (2.4%) (100.0%)

120 65 14 5 204
(58.8%) (31.9%) (6.9%) (2.5%) (100.0%)

84 68 33 5 190
(44.2%) (35.8%) (17.4%) (2.6%) (100.0%)

160 88 39 9 296
(54.1%) (29.7%) (13.2%) (3.0%) (100.0%)

44 45 8 1 98
(44.9%) (45.9%) (8.2%) (1.0%) (100.0%)

8 1 4 0 13
(61.5%) (7.7%) (30.8%) (0.0%) (100.0%)

30 27 14 1 72
(41.7%) (37.5%) (19.4%) (1.4%) (100.0%)

166 105 29 9 309
(53.7%) (34.0%) (9.4%) (2.9%) (100.0%)

204 133 47 10 394
(51.8%) (33.8%) (11.9%) (2.5%) (100.0%)

●わく組足場で、幅木等により下さんの下のすき間を狭くする
　　「必要」５１．８％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」３３．８％　「不要」１１．９％　

　　Ⅲ－１－３　幅木等により下さんの下のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
204 100%
109 53% 100%

①物の落下防止に有効 74 36% 68%
②人の墜落、物の落下防止に有効 13 6% 12%
③人の墜落防止に有効 13 6% 12%
その他 9 4% 8%

133 100%
58 44% 100%

①物の落下防止に有効 27 20% 47%
②作業の障害になる 6 5% 10%
③安心感がある 4 3% 7%
その他 21 16% 36%

47 100%
35 74% 100%

①メッシュシートで十分 13 28% 37%
②現行の墜落防止措置で十分 9 19% 26%
③作業の障害になる 9 19% 26%
その他 4 9% 11%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
③不要

総計

手すり先行
工法による
足場での作

業経験

あり　※１

なし　※２

足場からの
墜落経験

本人があり

同僚があり

なし

①必要

②必ずしも必要ではないが、望ましい

主に使用して
いる足場の

種類

わく組足場

わく組足場
以外

主に使用して
いる足場の

高さ

５ｍ未満

５ｍ以上

１０ｍ未満

１０ｍ以上
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　Ⅲ－２　くさび緊結式足場を作業床として使う場合
　　Ⅲ－２－１　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

100 19 2 1 122
(82.0%) (15.6%) (1.6%) (0.8%) (100.0%)

213 36 3 20 272
(78.3%) (13.2%) (1.1%) (7.4%) (100.0%)

313 55 5 21 394
(79.4%) (14.0%) (1.3%) (5.3%) (100.0%)

●くさび緊結式足場で、足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする　
　　「必要」７９．４％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」１４．０％

　　Ⅲ－２－１　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
313 100%
152 49% 100%

①人の墜落防止に有効 67 21% 44%
②物の落下防止に有効 20 6% 13%
③人の墜落、物の落下防止に有効 17 5% 11%
その他 48 15% 32%

55 100%
12 22% 100%

①作業内容による 5 9% 42%
②人の墜落防止に有効 4 7% 33%
③人の墜落、物の落下防止に有効 1 2% 8%
その他 2 4% 17%

5 100%
3 60% 100%

①現行の対策で十分 2 40% 67%
その他 1 20% 33%

③不要

　理由欄回答数

②必ずしも必要ではないが、望ましい

　理由欄回答数

　理由欄回答数

①必要

くさび緊結式足
場を主に使用

くさび緊結式足
場以外を使用

総計
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　　Ⅲ－２－２　幅木等により中さんの下のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

59 43 16 4 122
(48.4%) (35.2%) (13.1%) (3.3%) (100.0%)

151 73 29 19 272
(55.5%) (26.8%) (10.7%) (7.0%) (100.0%)

210 116 45 23 394
(53.3%) (29.4%) (11.4%) (5.8%) (100.0%)

●くさび緊結式足場で、　幅木等により中さんの下のすき間を狭くする
　　「必要」５３．３％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」２９．４％　「不要」１１．４％　

　　Ⅲ－２－２　幅木等により中さんの下のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
①必要 210 100%

88 42% 100%
①物の落下防止に有効 56 27% 64%
②人の墜落防止に有効 13 6% 15%
③人の墜落、物の落下防止に有効 10 5% 11%
その他 9 4% 10%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 116 100%
37 32% 100%

①物の落下防止に有効 15 13% 41%
②メッシュシートで十分 4 3% 11%
③作業の障害になる 4 3% 11%
その他 14 12% 38%

③不要 45 100%
27 60% 100%

①中さんで十分 8 18% 30%
②作業の障害になる 7 16% 26%
③メッシュシートで十分 6 13% 22%
その他 6 13% 22%

総計

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

くさび緊結式足
場を主に使用

くさび緊結式足
場以外を使用
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　Ⅲ－３　一時的に手すりや交さ筋かいを取り外した場合の躯体側の墜落防止措置（複数回答）

①安全帯の
使用

②張出し足
場の設置

③安全ネット
の設置

④作業後の
手すり等の

復旧

⑤手すり等
復旧後の点

検
⑥その他 無回答 総計

362 95 108 197 139 9 6 394
(91.9%) (24.1%) (27.4%) (50.0%) (35.3%) (2.3%) (1.5%) (100.0%)

●足場で、一時的に手すりや交さ筋かいを取り外した場合の躯体側の墜落防止措置
　　「安全帯の使用」９１．９％　「作業後の手すり等の復旧」５０．０％　「手すり等復旧後の点検」３５．３％

　　Ⅲ－3－１　墜落により危険を及ぼすおそれがない躯体と足場板とすき間の基準を示す必要性

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

74 50 25 7 156
(47.4%) (32.1%) (16.0%) (4.5%) (100.0%)

●足場で、墜落により危険を及ぼすおそれがない躯体と足場板とすき間の基準を示す
　　「必要」４７．４％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」３２．１％　「不要」１６．０％　

　　Ⅲ－3－１　墜落により危険を及ぼすおそれがない躯体と足場板とすき間の基準を示す必要性（理由欄の要旨）
①必要 74 100%

54 73% 100%
①客観的に判断ができる 19 26% 35%
②人の墜落防止に有効 8 11% 15%
③物の落下防止に有効 5 7% 9%
その他 22 30% 41%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 50 100%
31 62% 100%

①作業により基準は異なる 14 28% 45%
②客観的に判断ができる 5 10% 16%
③人の墜落防止に有効 3 6% 10%
その他 9 18% 29%

③不要 25 100%
22 88% 100%

①作業の障害になる 6 24% 27%
②作業により基準は異なる 4 16% 18%
②危険はない 4 16% 18%
その他 8 32% 36%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
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　Ⅲ－４　足場を使用する作業の特別教育の必要性

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

142 161 79 12 394
(36.0%) (40.9%) (20.1%) (3.0%) (100.0%)

●足場を使用する作業の特別教育　　
　　「必要」３６．０％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」４０．９％　「不要」２０．１％

　Ⅲ－４　足場を使用する作業の特別教育の必要性（理由欄の要旨）
①必要 142 100%

85 60% 100%
①知識がないと危険 42 30% 49%
②危険を伴う作業であるため 8 6% 9%
③筋かい等取り外して戻さない人がいる 7 5% 8%
その他 28 20% 33%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 161 100%
66 41% 100%

①知識がないと危険 19 12% 29%
②安全意識を高めることができる 9 6% 14%
③作業主任者や職長が指導すればよい 3 2% 5%
その他 35 22% 53%

③不要 79 100%
39 49% 100%

①全員に実施は困難 9 11% 23%
②作業主任者や職長が指導すればよい 5 6% 13%
③新規入場者教育で十分 4 5% 10%
その他 21 27% 54%

　Ⅲ－５　元請として工事を請け負う場合
　　Ⅲ－５－１わく組足場を作業床として使う場合
　　　Ⅲ－５－１－１　上さんの設置

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

144 129 94 27 394
(36.5%) (32.7%) (23.9%) (6.9%) (100.0%)

　　　Ⅲ－５－１－１　上さんの設置（理由欄の要旨）
①必要 144 100%

50 35% 100%
①人の墜落防止に有効 19 13% 38%
②安全のため 9 6% 18%
③安全帯取付設備として適当 7 5% 14%
その他 15 10% 30%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 129 100%
43 33% 100%

①安全帯取付設備として適当 5 4% 12%
①メッシュシートで十分 5 4% 12%
①作業の障害になる 5 4% 12%
その他 28 22% 65%

③不要 94 100%
55 59% 100%

①現行の対策で十分 16 17% 29%
②メッシュシートで十分 10 11% 18%
③意味がない 7 7% 13%
その他 22 23% 40%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
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　　　Ⅲ－５－１－２　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

272 86 12 24 394
(69.0%) (21.8%) (3.0%) (6.1%) (100.0%)

　　　Ⅲ－５－１－２　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
①必要 272 100%

97 36% 100%
①人の墜落防止に有効 41 15% 42%
②物の落下防止に有効 15 6% 15%
③人の墜落、物の落下防止に有効 11 4% 11%
その他 30 11% 31%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 86 100%
30 35% 100%

①人の墜落防止に有効 8 9% 27%
②安全のため 4 5% 13%
②作業により異なる 4 5% 13%
その他 14 16% 47%

③不要 12 100%
7 58% 100%

①作業により異なる 1 8% 14%
①人の墜落防止に有効 1 8% 14%
①現行の対策で十分 1 8% 14%
その他 4 33% 57%

　　　Ⅲ－５－１－３　幅木等により下さんのすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

195 120 55 24 394
(49.5%) (30.5%) (14.0%) (6.1%) (100.0%)

　　　Ⅲ－５－１－３　幅木等により下さんのすき間を狭くする（理由欄の要旨）
①必要 195 100%

67 34% 100%
①物の落下防止に有効 48 25% 72%
②人の墜落防止に有効 8 4% 12%
③人の墜落、物の落下防止に有効 4 2% 6%
その他 7 4% 10%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 120 100%
43 36% 100%

①物の落下防止に有効 19 16% 44%
②幅木か下さんで十分 3 3% 7%
③人の墜落防止に有効 2 2% 5%
その他 19 16% 44%

③不要 55 100%
28 51% 100%

①作業の障害になる 5 9% 18%
①メッシュシートで十分 5 9% 18%
②物の落下防止に有効 3 5% 11%
その他 15 27% 54%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
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　　Ⅲ－５－２　くさび緊結式足場を作業床として使う場合
　　　Ⅲ－５－２－１　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

254 89 14 37 394
(64.5%) (22.6%) (3.6%) (9.4%) (100.0%)

　　　Ⅲ－５－２－１　足場板等により建地と作業床のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
①必要 254 100%

71 28% 100%
①人の墜落防止に有効 33 13% 46%
②人の墜落、物の落下防止に有効 11 4% 15%
③物の落下防止に有効 7 3% 10%
その他 20 8% 28%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 89 100%
20 22% 100%

①人の墜落防止に有効 4 4% 20%
①作業の障害になる 4 4% 20%
③物の落下防止に有効 3 3% 15%
その他 9 10% 45%

③不要 14 100%
10 71% 100%

①コストがかかる 3 21% 30%
②現行の対策で十分 2 14% 20%
③メッシュシートで十分 1 7% 10%
その他 4 29% 40%

　　　Ⅲ－５－２－２　幅木等により中さんの下のすき間を狭くする

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

176 129 50 39 394
(44.7%) (32.7%) (12.7%) (9.9%) (100.0%)

　　　Ⅲ－５－２－２　幅木等により中さんの下のすき間を狭くする（理由欄の要旨）
①必要 176 100%

46 26% 100%
①物の落下防止対策として有効 25 14% 54%
②人の墜落防止に有効 7 4% 15%
②人の墜落、物の落下防止に有効 7 4% 15%
その他 7 4% 15%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 129 100%
34 26% 100%

①物の落下防止に有効 19 15% 56%
②メッシュシートで十分 3 2% 9%
③足場により異なる 2 2% 6%
その他 10 8% 29%

③不要 50 100%
21 42% 100%

①作業の障害になる 6 12% 29%
②メッシュシートで十分 4 8% 19%
③コストがかかる 3 6% 14%
その他 8 16% 38%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
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Ⅳ　足場の組立て作業時の墜落防止措置に関する事項
　Ⅳ－１　わく組足場及びくさび緊結式足場の組立て作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答

①から③を
選択した者

総計

7 3 5 35 1 15 51
(13.7%) (5.9%) (9.8%) (68.6%) (2.0%) (29.4%) (100.0%)

6 13 2 6 21
(28.6%) (61.9%) (9.5%) (28.6%) (100.0%)

51 11 6 2 62 70
(72.9%) (15.7%) (0.0%) (8.6%) (2.9%) (88.6%) (100.0%)

1 14 2 1 17
(5.9%) (82.4%) (11.8%) (5.9%) (100.0%)

3 1 8 4 12
(25.0%) (8.3%) (66.7%) (33.3%) (100.0%)

4 0 4
(100.0%) (100.0%)

2 3 2 7 1 7 15
(13.3%) (20.0%) (13.3%) (46.7%) (6.7%) (46.7%) (100.0%)

1 0 1
(100.0%) (100.0%)

36 61 29 63 9 126 198
(18.2%) (30.8%) (14.6%) (31.8%) (4.5%) (63.6%) (100.0%)

4 1 4 5
(80.0%) (20.0%) (80.0%) (100.0%)

96 85 44 152 17 225 394
(24.4%) (21.6%) (11.2%) (38.6%) (4.3%) (57.1%) (100.0%)

　　Ⅳ－２－１　手すり先送り方式・わく組足場の組立て作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

46 82 56 33 8 225
(20.4%) (36.4%) (24.9%) (14.7%) (3.6%) (100.0%)

①型わく工

②左官

③とび工

④鉄筋工

⑤電工

⑥配管工

⑦大工

⑧造園工

⑨その他

無回答

職種

総計
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　　Ⅳ－２－２　手すり据置き方式・わく組足場の組立て作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

58 73 61 25 8 225
(25.8%) (32.4%) (27.1%) (11.1%) (3.6%) (100.0%)

　　Ⅳ－２－３　手すり先行専用足場方式・わく組足場の組立て作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

33 64 70 47 11 225
(14.7%) (28.4%) (31.1%) (20.9%) (4.9%) (100.0%)

　　Ⅳ－２－４　手すり先送り方式・くさび緊結式足場の組立て作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

16 40 77 78 14 225
(7.1%) (17.8%) (34.2%) (34.7%) (6.2%) (100.0%)

　　Ⅳ－２－５　手すり据置き方式・くさび緊結式足場の組立て作業の経験

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

18 41 78 73 15 225
(8.0%) (18.2%) (34.7%) (32.4%) (6.7%) (100.0%)

　Ⅳ－３　わく組足場及びくさび緊結式足場の最上層で組立て作業を行う場合の墜落防止措置

　　Ⅳ－３－１　足場の両側に一層下から先行して手すりを設置

①適当
②適当であ
るが、問題も

ある
③不適当 無回答 総計

94 66 22 5 187
(50.3%) (35.3%) (11.8%) (2.7%) (100.0%)

19 10 3 6 38
(50.0%) (26.3%) (7.9%) (15.8%) (100.0%)

113 76 25 11 225
(50.2%) (33.8%) (11.1%) (4.9%) (100.0%)

※３　手すり先行工法のいずれか１つ以上の方式で、「①よくある」又は「②時々ある」のもの（以下同様）
※４　手すり先行工法のすべて方式で、「③ほとんどない」、「④ない」又は「無回答」のもの（以下同様）
●わく組足場等の最上層で組立て作業を行う場合で、足場の両側に一層下から先行して手すりを設置する
　　「適当」５０．２％　「適当であるが、問題もある」３３．８％　「不適当」１１．１％

　　Ⅳ－３－１　足場の両側に一層下から先行して手すりを設置（理由欄の要旨）
①適当 113 100%

32 28% 100%
①人の墜落防止に有効 10 9% 31%
②安全帯を取り付けるため 7 6% 22%
③作業手順として最良 1 1% 3%
その他 14 12% 44%

②適当であるが、問題もある 76 100%
44 58% 100%

①躯体側に取り付けた場合、作業の障害になる 18 24% 41%
②作業員の負担が大きい 6 8% 14%
③組立・解体中に部材等が落下する危険がある 4 5% 9%
その他 16 21% 36%

③不適当 25 100%
16 64% 100%

躯体側に取り付けた場合、作業の障害になる 7 28% 44%
手すりは外側のみ設置すればよい 3 12% 19%
組立・解体中に部材等が落下する危険がある 1 4% 6%
その他 5 20% 31%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

手すり先行
工法による
足場の組立

て経験

あり　※３

なし　※４

総計
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　　Ⅳ－３－２　足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、安全帯をかける

①適当
②適当であ
るが、問題も

ある
③不適当 無回答 総計

105 64 12 6 187
(56.1%) (34.2%) (6.4%) (3.2%) (100.0%)

19 10 2 7 38
(50.0%) (26.3%) (5.3%) (18.4%) (100.0%)

61 32 4 9 106
(57.5%) (30.2%) (3.8%) (8.5%) (100.0%)

53 34 9 4 100
(53.0%) (34.0%) (9.0%) (4.0%) (100.0%)

10 6 1 0 17
(58.8%) (35.3%) (5.9%) (0.0%) (100.0%)

0 2 0 0 2
(0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)
124 74 14 13 225

(55.1%) (32.9%) (6.2%) (5.8%) (100.0%)
●わく組足場等の最上層で組立て作業を行う場合で、足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、
安全帯をかける　「適当」５５．１％　「適当であるが、問題もある」３２．９％　「不適当」６．２％

　　Ⅳ－３－２　足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、安全帯をかける（理由欄の要旨）
①適当 124 100%

23 19% 100%
①より安全な作業手順である 5 4% 22%
②人の墜落防止に有効 4 3% 17%
③安心感がある 2 2% 9%
その他 12 10% 52%

②適当であるが、問題もある 74 100%
41 55% 100%

①安全帯の掛け替えを何度も行わなければならない 12 16% 29%
②行動範囲が限られる 6 8% 15%
③手すりの強度（安全帯を掛けた場合を含む）に不安がある 4 5% 10%
その他 19 26% 46%

③不適当 14 100%
9 64% 100%

①行動範囲が限られる 2 14% 22%
①墜落することもある 2 14% 22%
③親綱の方が良い 1 7% 11%
その他 4 29% 44%

総計

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

手すり先行
工法による
足場の組立

て経験

あり　※３

なし　※４

請負形態

①主に元請

②主に下請

③どちらとも
いえない

無回答
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　　Ⅳ－３－３　一層下から先行して親綱を設置し、安全帯をかける

①適当
②適当であ
るが、問題も

ある
③不適当 無回答 総計

69 73 31 14 187
(36.9%) (39.0%) (16.6%) (7.5%) (100.0%)

18 12 1 7 38
(47.4%) (31.6%) (2.6%) (18.4%) (100.0%)

87 85 32 21 225
(38.7%) (37.8%) (14.2%) (9.3%) (100.0%)

●わく組足場等の最上層で組立て作業を行う場合で、一層下から先行して親綱を設置し、安全帯をかける
　　「適当」３８．７％　「適当であるが、問題もある」３７．８％　「不適当」１４．２％

　　Ⅳ－３－３　一層下から先行して親綱を設置し、安全帯をかける（理由欄の要旨）
①適当 87 100%

17 20% 100%
①親綱による墜落防止対策で十分である 3 3% 18%
①移動しやすい 3 3% 18%
③先行手すりを設置しても親綱が必要である 1 1% 6%
その他 10 11% 59%

②適当であるが、問題もある 85 100%
37 44% 100%

①親綱の強度などについて不安がある 6 7% 16%
②親綱に比べ手すり先行の方が安全である 3 4% 8%
②親綱は複数人が同時に使用できず問題がある 3 4% 8%
その他 25 29% 68%

③不適当 32 100%
15 47% 100%

①親綱の強度などについて不安がある 4 13% 27%
②作業に支障がでる 3 9% 20%
③親綱は複数人が同時に使用できず問題がある 2 6% 13%
その他 6 19% 40%

手すり先行
工法による
足場の組立

て経験

あり　※３

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

なし　※４

総計
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①適当
②適当であ
るが、問題も

ある
③不適当 無回答 総計

46 51 59 31 187
(24.6%) (27.3%) (31.6%) (16.6%) (100.0%)

8 7 8 15 38
(21.1%) (18.4%) (21.1%) (39.5%) (100.0%)

54 58 67 46 225
(24.0%) (25.8%) (29.8%) (20.4%) (100.0%)

●くさび緊結式足場の最上層で組立て作業を行う場合、一層下から先行して建地を設置し、部材を打ち込む
ポケットに安全帯をかける　「適当」２４．０％　「適当であるが、問題もある」２５．８％　「不適当」２９．８％

①適当 54 100%
2 4% 100%

①親綱を張って作業すべきである 1 2% 50%
その他 1 2% 50%

②適当であるが、問題もある 58 100%
26 45% 100%

①作業範囲が狭い 8 14% 31%
②安全帯の掛け替えが多くなる 4 7% 15%
③2丁掛けで作業を行う必要がある 3 5% 12%
その他 11 19% 42%

③不適当 67 100%
33 49% 100%

①作業範囲が狭い 7 10% 21%
②親綱を張って作業すべきである 6 9% 18%
③安全帯を取り付ける設備ではない 5 7% 15%
その他 15 22% 45%

　　　　　があるか

①よくある ②時々ある
③ほとんどな

い
④ない 無回答 総計

14 71 76 53 11 225
(6.2%) (31.6%) (33.8%) (23.6%) (4.9%) (100.0%)

●わく組足場等の最上層で組立て作業を行う場合、作業床があれば一時的に安全帯を使用しない
　　「ほとんどない」３３．８％　「時々ある」３１．６％　「ない」２３．６％　「よくある」６．２％

総計

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　Ⅳ－４　わく組足場等の及びくさび緊結式足場の組立て作業で、作業床があれば一時的に安全帯を使用しないこと

　　Ⅳ－３－４　くさび緊結式足場で、一層下から先行して建地を設置し、部材を打ち込むポケットに安全帯をかける

手すり先行
工法による
足場の組立

て経験

あり　※３

なし　※４

　　Ⅳ－３－４　くさび緊結式足場で、一層下から先行して建地を設置し、部材を打ち込むポケットに安全帯をかける
　　　　　　　　　　（理由欄の要旨）
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　Ⅳ－５　足場の組立て、解体又は変更の作業の特別教育の必要性

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

91 87 34 13 225
(40.4%) (38.7%) (15.1%) (5.8%) (100.0%)

●足場の組立て等作業の特別教育
　　「必要」４０．４％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」３８．７％　「不要」１５．１％

　Ⅳ－５　足場の組立て、解体又は変更の作業の特別教育の必要性（理由欄の要旨）
①必要 91 100%

44 48% 100%
①関係者には最低限の知識が必要 27 30% 61%
②安全意識を向上させるため 6 7% 14%
③人の墜落防止対策に有効 2 2% 5%
その他 9 10% 20%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 87 100%
27 31% 100%

①関係者には最低限の知識が必要 10 11% 37%
②作業主任者が現場で指揮すればよい 4 5% 15%
③受講のための時間を確保することが大変である 3 3% 11%
その他 10 11% 37%

③不要 34 100%
20 59% 100%

①作業主任者が現場で指揮すればよい 5 15% 25%
②足場の組み立て等作業主任者講習を受講している 3 9% 15%
③対象者が多すぎて特別教育を受けることができない 1 3% 5%
その他 11 32% 55%

　Ⅳ－６　足場の組立て等作業主任者の定期的な能力向上教育の必要性

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

70 128 17 10 225
(31.1%) (56.9%) (7.6%) (4.4%) (100.0%)

●足場の組立て等作業主任者の定期的な能力向上教育
　　「必要」３１．１％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」５６．９％　「不要」７．６％

　Ⅳ－６　足場の組立て等作業主任者の定期的な能力向上教育の必要性（理由欄の要旨）
①必要 70 100%

31 44% 100%
①新しい技術等について教育するべき 7 10% 23%
②基本的な事項について再確認するため 5 7% 16%
③安全のため 4 6% 13%
その他 15 21% 48%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 128 100%
57 45% 100%

①新しい技術等について教育するべき 10 8% 18%
②慣れによる災害発生防止のために必要 4 3% 7%
③各現場で対策をとればよい 3 2% 5%
その他 40 31% 70%

③不要 17 100%
6 35% 100%

①現場での実務経験が重要 2 12% 33%
②各現場で対策をとればよい 1 6% 17%
②再教育で能力向上すると思えない 1 6% 17%
その他 2 12% 33%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数
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　Ⅳ－７－１　足場の組立て・変更を依頼した元方事業者等の注文者による点検の必要性

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

110 84 18 13 225
(48.9%) (37.3%) (8.0%) (5.8%) (100.0%)

●足場の組立て等後の注文者による点検　
　　「必要」４８．９％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」３７．３％　「不要」８．０％

　Ⅳ－７－１　足場の組立て・変更を依頼した元方事業者等の注文者による点検の必要性（理由欄の要旨）
①必要 110 100%

53 48% 100%
①計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある 18 16% 34%
②現場の統括をしている元請が確認すべきものである 7 6% 13%
③複数の目で確認した方が良い 5 5% 9%
その他 23 21% 43%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 84 100%
30 36% 100%

①複数の目で確認した方が良い 6 7% 20%
②計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある 4 5% 13%
③現場の統括をしている元請が確認すべきものである 2 2% 7%
その他 18 21% 60%

③不要 18 100%
8 44% 100%

①足場を使用する者が確認すればよい 1 6% 13%
①元方事業者は点検方法等知らない 1 6% 13%

1 6% 13%

その他 5 28% 63%

　Ⅳ－７－２　足場の組立て・変更を行った者以外の十分な知識・経験を有する第三者による点検の必要性

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

74 99 40 12 225
(32.9%) (44.0%) (17.8%) (5.3%) (100.0%)

●足場の組立て等を行った者以外の十分な知識・経験を有する第三者による点検
　　「必要」３２．９％　「必ずしも必要ではないが、望ましい」４４．０％　「不要」１７．８％

①必要 74 100%
24 32% 100%

①複数の目で確認した方が良い 9 12% 38%
②安全に作業を行うため 2 3% 8%
③すぐに確認することができず作業の遅れ等につながる 1 1% 4%
その他 12 16% 50%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 99 100%
27 27% 100%

①複数の目で確認した方が良い 6 6% 22%
②時間や費用の増加等により難しい 3 3% 11%
②すぐに確認することができず作業の遅れ等につながる 3 3% 11%
その他 15 15% 56%

③不要 40 100%
11 28% 100%

①時間や費用の増加等により難しい 3 8% 27%
①現場の統括をしている元請が確認すべきものである 3 8% 27%
③すぐに確認することができず作業の遅れ等につながる 1 3% 9%
その他 4 10% 36%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

①現場を仕切る作業主任者が責任をもって確認するべき
である

　Ⅳ－７－２　足場の組立て・変更を行った者以外の十分な知識・経験を有する第三者による点検の必要性
　　　　　　　　　（理由欄の要旨）
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　　　　　墜落防止措置

　　Ⅳ－８－１　足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、安全帯をかける措置

①適当
②適当であ
るが、問題も

ある
③不適当 無回答 総計

70 27 1 8 106
(66.0%) (25.5%) (0.9%) (7.5%) (100.0%)

55 34 1 10 100
(55.0%) (34.0%) (1.0%) (10.0%) (100.0%)

11 5 1 0 17
(64.7%) (29.4%) (5.9%) (0.0%) (100.0%)

1 1 0 0 2
(50.0%) (50.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

137 67 3 18 225
(60.9%) (29.8%) (1.3%) (8.0%) (100.0%)

　　Ⅳ－８－１　足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し、安全帯をかける措置（理由欄の要旨）
①適当 137 100%

52 38% 100%
①人の墜落防止対策に有効 9 7% 17%
②安全帯を使用することが大切である 6 4% 12%
②安全性を確保できる 6 4% 12%
その他 31 23% 60%

②適当であるが、問題もある 67 100%
36 54% 100%

5 7% 14%

3 4% 8%

③費用増加により工事を受注できくなる 2 3% 6%
その他 26 39% 72%

③不適当 3 100%
1 33% 100%

1 33% 100%
①手すりは安全帯の掛け替えが多く危険であり、親綱の
方が作業性が良い

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

①手すりは安全帯の掛け替えが多く危険であり、親綱の
方が作業性が良い
②部材（手すり枠など）を落下させる可能性があり、
危険である

総計

　Ⅳ－８　元請として工事を請け負う場合、わく組足場及びくさび緊結式足場の最上層で組立て作業を行う場合の

請負形態

①主に元請

②主に下請

③どちらとも
いえない

無回答
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